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Ⅰ　はじめに

　情報公開制度は，政府が保有する情報を公開することで，国民の知る権利を

保障し，行政の公正・透明性を確保する法制度として，世界各国で制定されて

いる。中国でも，『中華人民共和国情報公開条令』（以下「政府情報公開条令」又は

｢本条令｣という１）の制定（２００７年４月）・施行（２００８年５月）により，情報公開制

度が国家レベルで存在するようになった。本稿は，政府情報公開条令を中心に，

中国の情報公開制度はどのような特質を有し，いかなる問題点があるかについ

て，比較法的な視点から考察する。

　政府情報公開条令は，全国人民代表大会（以下「全人代」という）又は全国人
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����本稿では，原語表記（「条例」）とは異なり，以下の２つの理由から「条令」とする。１

�つは，日本の地方自治体の「条例」との混同を避けるためである。もう１つは，国務

院の「行政法規」は１つの体系的な法典の形をなす行政立法であり，しかも立法機関

からの委任なしに，いわゆる独立命令の形式で制定されるものが多いが，政府情報公

開条令も同様である。このことに鑑みると，「条例」よりも「条令」と表記するほう

がより実質に即していると思われる。

１



民代表大会常務委員会（以下「全人代常委」という）の「法律」（憲法５８条，６２条３

号，６７条２号）ではなく，国務院の「行政法規」（同８９条１号）の形式で制定され

たものである。将来的には情報公開法が制定されるかもしれないが，現段階で

は試行的ながらでも２�，本条令が一般的な情報公開制度の根拠法令として重要

な役割を担っている３。これより以前，個別法においては，行政機関に一定の

行政事項の公開（公表）を定める規定（例．行政処罰法４条，行政許可法３０条等４）

や一定の利害関係者に行政情報へのアクセス権を保障する規定（例．行政復議法

２３条２項，档案法１９条等５）があったが，一般的な情報公開制度は存在しなかった。

また，中国でも日本と同様，情報公開制度は「地方先行」で実施されてきた。

広州市では２００２年１１月に『広州市政府情報公開規定』を制定し，２００３年１月よ

り施行した。上海市では，２００４年２月に『上海市政府情報公開規定』を制定し，

同年５月より施行した。このような広州市・上海市での情報公開の実施を受け
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����中国の行政法制度では，依るべき法がない状態を脱し法による行政管理を行うために，

行政法規の形式で根拠法令が制定されることが少なくない。例えば，行政不服申立て

制度について，１９９１年の「中華人民共和国行政復議条令」（国務院の行政法規）は，１９９９

年に「中華人民共和国行政復議法」（全人代常委の法律）に格上げ・大幅な改正がなされた。

����政府情報公開条令は公布から施行まで，約１３�ヵ�月の実施準備の期間を与えている。多

くの行政法律の実施準備の期間は３�ヵ�月足らずで，多くの法律の実施準備の期間は１

年足らずであるから，行政法規としては，このように長い実施準備の期間を定めるの

は非常に稀である。したがって，１３�ヵ�月の実施準備期間というのは，その実施準備の

活動の重大さ・複雑さを示しているだけでなく，他方において条令の行政法治の進展

における重要な地位を体現しているとされる（莫于川主編『��������	
���

　　���』中国法制出版社２００８年４８? ４９頁）

����行政処罰法４条は，「行政処罰は，公正，公開の原則を遵守しなければならない。」「違

法行為に対して行政処罰を与える規定は，必ず公にしなければならない。公にされて

ないものについては，行政処罰の依拠としてはならない。」と規定する。行政許可法３０

条は，「行政機関は，法律，法規，規章の定める行政許可に関する事項，根拠，条件，

数量，手続，期限並びに提出に要する全ての資料の目録及び模範書式等を執務場所に

公示しなければならない。」と規定する。
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て，地方レベルでの情報公開制度の成立の流れは，北京，成都，杭州，重慶，

湖北，吉林，河北などに多くの都市・各省の地方政府に拡大していった。２００６

年の政務公開に関する調査研究によると，全国３１の省・自治区・直轄市政府が

政務公開制度をすでに建立し，１５の省級に準ずる都市が政府情報公開制度を建

立し，国務院においても，３６の部委（日本でいう省庁に相当）が政務公開に関す

る規範性文書を定めているとする６。

　中国の情報公開制度を考察対象とした比較行政法研究は，日本では若干の先

行研究が存在するものの，その数はまだ少ないといえる７。中国の法制度は得

てして，①法規定上の欠陥，②法規定と現実の運用との乖離が存在することが

指摘されるが８�，公民の「知る権利」を実現する情報公開制度も例外ではない。

すなわち，政府情報公開条令には多くの規定上の問題点（制度的な欠陥）がある

ほか，その実施に係る解釈・運用上の問題が生じている。制度の運用に関して
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����行政復議法２３条２項は，「申請者，第三者は被申立人の提出した書面の回答，具体的行

政行為を行った証拠，依拠及びその他関係資料を閲覧することができ，国家秘密，商

業上の秘密又は個人のプライバシーに関わるものを除き，行政復議機関は拒否をして

はならない。」と規定する。公文書（档案）法１９条は，「国家公文書館の保管する公文

書は，一般に形成された日より３０年以内に直ちに社会に公開されなければならない。」

「中華人民共和国の公民及び組織は，合法的な照明を持っていれば，すでに開放され

た公文書を利用することができる。」と規定する。

����李麗「《政府情報公開条例》今年有望出台」『中国青年報』２００６年９月２７日。

����政府情報公開条令を中心に，その特色・問題点を指摘する先行研究として，呂艶濱

「中国の情報公開制度―「中華人民共和国政府情報公開条例」の成立を中心に」『比

較法学』４１巻２号（２００８年）２２９頁以下，中村誠「中国における「政府情報公開条例」

の制定」『岡山大学法学会雑誌』（２００８年）５８巻１号　１４０頁以下，劉恒「中国政府によ

る情報公開制度―歴史、現状と展開」『法政研究』（２００８年）７５巻１号　６７頁以下，など

がある。これらは政府情報公開条令の規定及び制定までの状況を概説的に考察した

ものであるが，最近の制度運用の動向までも対象としたものではなく，また比較法的

な観点からその構造的な特質と問題点を深く分析したものでもない。政務公開を含

めて，中国の情報公開制度に関する先行研究として，唐亮「情報公開の推進過程」佐々

５
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７



は，重要な公権的な解釈（最高人民法院の司法解釈，中央行政府による行政解釈）がな

され，かつ関連する多くの裁判例が生じている。そこで，本稿は，このような制

度の運用面を含めて，中国の情報公開制度を本格的に研究するための予備的な

考察として，当該制度の構造的な特質と問題点を比較法的な観点から分析・整

理することとする。

　考察にあたっては，以下の視座から進めていく。すなわち，�中国ではそも

そも情報公開の概念がどのように捉えられているか，また，�中国における情

報公開制度の根拠ないし目的は何か，そして，�中国の情報公開制度は具体的

にどのような内容であるか。その際，情報公開法制は行政情報の公開を義務付

ける制度であることから，情報公開の，①請求者，②対象機関，③対象情報，

④不開示情報の範囲，⑤請求の手続，といった点に着目する。
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　　木智弘編『現代中国の政治変容』アジア経済研究所２００５年９８頁以下，同「情報公開制

度の整備」「アジ研ワールド・トレンド」１３０号（２００６年）１２頁以下，石塚迅「中国・地

方政府の政務公開：吉林省長春市の事例を中心として」『一橋法学』第５巻１号（２００６

年）１６３頁以下，同「中国の情報公開地方法規―二つのひな形」鈴木敬夫先生古稀記念

『北東アジアにおける法治の現状と課題』２００８年１４１頁以下，などがある。これらは中

国の法治ないし政治改革の展開及びその問題という点で示唆に富む研究であり，非常

に参考しうるところが多いが，本研究の視点や問題関心とは異なる。本稿は，行政法

の比較研究の視点から，中国の情報公開制度の構造的な特質と制度・運用上の問題点

を考察することを主目的としている。

����この趣旨は，一般に中国における人権保障に関して指摘されることである。例えば，

土屋英雄『現代中国の人権―研究と資料』信山社１９９６年１６０頁は，第１に，統計上の

数値は人権保障の「質」を論証するものではないこと，第２に，憲法・法令上の規定

とその現実の運用との間には深刻な乖離が存すること，第３に，憲法・法令上の規定

そのものに多くの欠陥があること，と述べている。

８



Ⅱ　中国における情報公開の概念

１ ．情報公開とは

�　政府情報公開

　中国において情報公開（原語「����」）とは，後述する政務公開より広い概

念であり，「廠務公開」（企業の情報公開），公共事業部門の情報公開，党務公開

（党の情報公開）を含むものである９。そもそも情報公開（���������	）とは，政府

（公的部門）を対象とした制度のほか（日本で言えば，国の行政機関情報公開法，独

立行政法人等情報公開法，地方公共団体の情報公開条例），民間企業等を対象とした

情報開示制度（会社法，金融商品取引法等）も含むが，中国では，公的部門を対象

とした情報公開の場合，「政府情報公開」（法令上の用語）又は「行政情報公開」

（学問上の用語）という言葉が用いられる。本稿は，公的部門の情報公開を考察

の対象とする。

　日本の行政法学上，情報公開とは，国であれ地方公共団体であれ，その行政

機関が管理している情報を，私人の請求により開示すること及び行政機関の側

で積極的に情報を提供することをいうが１０，これに相応する概念は「政府情報公

開」「行政情報公開」である。政府情報公開とは，各級政府及び行政機関が主体

的であるか消極的であるかを問わず，行政過程において掌握した政府情報を，

法の定める範囲，方式，手続に従って社会に公開し，もって社会の構成員がそ

れを取得・使用するように資することをいう１１。同様に，行政情報公開とは，

行政機関が職権又は行政の相手方の請求に基づいて，行政情報を行政の相手方
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����唐亮・前掲注（７）１２４頁。

����塩野宏『行政法Ⅰ［第５版］』有斐閣２０１０年３２４頁。

����莫于川主編・前掲注（３）２頁。

����姜明安主編『行政法与行政訴訟法（第五版）』北京大学出版社・高等教育出版社２０１１年

３４９頁。

９
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１１
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又は社会に対し公開・展示し，かつ閲覧，書写とコピーを認めることをいう１２。

�　政府情報公開と政務公開

　中国では，情報公開と類似する用語・概念として「政務公開」も用いられる。

政務公開は，論者により様々な意味合いで用いられ，確定した定義はない。そ

の主な原因の１つは，政務公開の対象機関の範囲に対する理解にある。すなわ

ち「政務」の理解について，①行政機関における職務遂行上の事務とするもの，

②政府（行政機関だけでなく立法・司法・検察機関を含めて）における事務その他公

共的事務とするもの，③広く政治に関連する各種の事務とするもの，これによ

ると，政府における事務や社会公共的な事務に加えて，執政党における党務も

含まれる，④政治又は行政的決定に関連するあらゆる事務の公開と捉えるなど，

つまり，広く政治に関連するあるいは政治的決定に影響力のある政務情報の公

開と捉えるものもあれば，他方，政府における行政事務の公開と狭く捉えるも

のもある１３。

　現在の政府情報公開条令のもとでは，後述するように，情報公開の対象機関

は政府の全ての機関ではなく，行政機関等であるから（国家機関としての立法・

司法・検察機関ないし党政機関は対象外），「政府」情報公開といっても，行政情報

の公開（形式的意味の行政の情報公開）を意味する。しかし，両者の違いは，かか

る対象機関の範囲にあるというよりも，むしろ政務公開においては政府が自主

的に情報を公開することのみを強調し，請求者が権利として情報の公開を求め
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����莫于川主編・前掲注（３）３６～３７頁。

����中国国内の議論でも，政府情報公開と政務公開はともに，政府にその行為の透明度を

向上させること，事務を公開することを要求するものであるが，次のような差異があ

るとしている。政務公開は主として行政機関がその行政事務を公開することを意味

し，強調されるのは行政機関がその法執行の依拠，法執行の手続及び法執行の結果を

公開すべきというものであり，つまりは事務処理制度上の公開を意味する。これに対

し，政府情報公開の内包及び外延は広く，政府事務の公開を要求するだけでなく，政

府にその行政職権を行使する過程において取得した情報を公開するべきことを要求し，

１３

１４



る，すなわち情報保有者が義務として情報を公開するという側面は重視されな

い点にあろう１４。言い換えると，情報公開の場合，政府による自主的な情報公

開だけにとどまらず，公民の申請に基づく情報公開をも包括し，すなわち公民

の知る権利の保障を目的とし，公民が情報公開請求権を享有する点が重視され

る１５。

　このほか，用語としては政務公開のほうが古く１６，政府情報公開という用語

が学術界・実務的に登場したのは２０００年以降とされる１７。また，政府情報の公開

や透明性の向上のための法制化にあたっては，政治的な概念としての色彩のあ

る政務公開より情報公開が使われている。例えば，中国共産党中央弁公庁・国

務院弁公庁の「全国郷鎮政権機関が政務公開制度を全面的に推進することに関

する通知」（２０００年１２月６日，中弁発［２０００］２５号），中国共産党中央弁公庁・国務院

弁公庁の「政務公開をさらに推進することに関する意見」（２００５年３月２４日，中弁

発［２００５］１２号）では「政務公開」が使用されているのに対し，行政法制建設の

綱領的文書とされる「国務院の法による行政を全面的に推進することの実施綱
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　　一種の権利志向の公開であるとしている（劉恒「������」応松年主編『�����

（下巻）』中国方正出版社２００５年１４５５頁）。

����石塚迅・前掲注（７）１７３頁。

����政務公開の前身として，１９８８年河北省藁城市の「両公開一監督」制度が言われる。こ

れは，政治行政の不正・腐敗を防止する制度的な試みとして，事務処理制度の公開，事

務処理の結果の公開，公衆の監督を受けるという「２つの公開，�１つの監督」制度で

あり，広く人民公衆に支持されるとともに，党及び中央政府から高い関心と評価を得

ることになったとされる。そして，政務公開は，法律上は民衆の基礎的な自治組織だ

が，実質的には末端の行政機構をなしている基層群衆自治組織の「村務公開」から，

郷鎮政府の政務公開，県市政府の政務公開，さらに省市政府の政務公開及び「執政党」

である共産党の公共管理に関わる「党務公開」へと拡大していったとされる（肖金明

　　「��������	
������」第６回日中公法学シンポジウム・日中立憲主義の展開と

公法学（早稲田大学）資料５９頁）。

����石塚迅・前掲注（７）１７２頁。

１５
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要」（以下「実施綱要」とする）の中では，「政府情報公開」が使用されている１８。

２ ．情報公開の中身―自主的な公開と申請に基づく公開―

�　政府情報公開概念の２つの意味

　政府情報公開条令を前提とすると，政府情報公開とは，行政機関又は法律・

法規・規章により授権された組織が，その職責を履行する過程において作成又

は取得し，一定の形式でもって記録，保存された情報を，法定の形式及び手続

を通して，主体的に社会公衆及び行政の相手方に公開し，又は申請に基づき特

定の公民，法人とその他の組織に対して公開する活動及び制度をいう１９。そし

て，それは「自主的な公開」（原語「����」）と「申請に基づく公開」（原語

「�����」）に区分される。前者は，行政機関が自主的に特定種類の情報を公

衆に対し公開する制度をいい，後者は，行政機関が公衆の申請に基づき関連す

る情報を申請者に対し公開する制度をいう２０。

　要するに，政府情報公開の概念は，行政機関の自主的な判断で公開するか，

公民等からの申請を前提とするかを基礎として，自主的な公開と申請に基づく

公開に大別される。日本において情報公開の概念は，開示請求・情報公表・情

報提供の３つに分けて考えるのが一般的である２１。開示請求とは情報請求者の
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����例えば実施綱要２条は，「行政管理の透明度を高めること」を法による行政（依法行政）

を全面的に推進する指導的思想とし，同１０条は，「政府情報公開を推進し，国家秘密及

び法に基づき保護された商業上の秘密，個人のプライバシーに関わる事項を除き，行

政機関は政府情報を公開しなければならず，公開された政府情報について，公衆は閲

覧する権利を有する。行政機関は，公衆が政府情報を閲覧するために便利な条件を提

供しなければならない。」と定めている。

����莫于川主編・前掲注（３）３４～３５頁。

����姜明安・余凌云主編『行政法』科学出版社２０１０年５３０～５３１頁。

����宇賀克也『行政法概説１―行政法総論（第４版）』有斐閣２０１１年１７７頁，櫻井敬子・橋本

博之『行政法（第３版）』弘文堂２０１１年２３０頁，参照。

１８

１９

２０

２１



請求に応じて情報を公開するものであり，情報公表とは請求を前提とせず情報

保有者が自ら能動的に公開するものである。開示請求と情報公表では，法律・

条例により情報を公開することが義務付けられている（このような法律・条例に

よる義務化をもって情報公開法制といいうる２２）。これに対し，情報提供とは，行政

主体自らの判断（裁量）により，いわば行政広報サービスとして情報を広く公

開するものである。したがって，中国法の自主的な公開は，広義の情報提供（情

報公表＋狭義の情報提供）に相応し，申請に基づく公開は開示請求に相応するもの

ということができる。自主的な公開のうち，政府情報公開条令上の法定の自主

的な公開事項（９～１２条）は日本法にいう情報公表に相当し，そうではなく単に

行政自らの判断で自主的に公開する場合は，情報提供ということなろう。

�　自主的な公開（情報公表の義務）について

　自主的な情報公開の範囲について，政府情報公開条令は，基本的に公開すべ

き事項と重点的に公開すべき事項という２つの面から定めている２３。行政機関

が自主的な公開をすべき基本的な事項・範囲として，本条令９条は，①公民，

法人又はその他の組織の密接な利益に関わるもの，②社会公衆に広く知らしめ

る又は参与させる必要があるもの，③当該行政機関における機構の設置，職能，

事務処理手続などの状況を反映するもの，④その他法律，法規及び国家の関係

規定に基づき自主的に公開しなければならないもの，を定める。加えて，第１０

条は県級以上の人民政府及びその部門が，第１１条は区を設けている市級の人民

政府と県級人民政府及びその部門が，第１２条は郷（鎮）人民政府が，それぞれ

重点的に自主的な公開をすべき範囲を明確に定めている。

　県級以上の各級人民政府及びその部門は，以下の政府情報を重点的に公開し

なければならない（本条令１０条）。①行政法規，規章及び規範性文書，②国民経済
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����松井茂記『情報公開法［第２版］』有斐閣２００３年１～２頁，参照。

����莫于川主編・前掲注（３）１２４頁。

２２

２３



及び社会発展の計画，特定プロジェクトの計画，区域的計画及び関連する政策，

③国民経済及び社会発展の統計情報，④財政上の予算，決算の報告，⑤行政的・

事業的費用の項目，依拠，基準，⑥政府の集中的調達プロジェクトの目録，標

準及び実施状況，⑦行政許可の事項，依拠，条件，数量，手続，期限並びに行

政許可の申請にあたり提出を要する全ての資料の目録及び手続の処理状況，⑧

重大な建設プロジェクトの認可及び実施状況，⑨貧困に対する扶助，教育，医

療，社会保障，就業の促進等の方面の政策，措置及びその実施状況，⑩突発的

な公共的事件の応急的な事前対応案，事前警戒情報及び対応状況，⑪環境保護，

公共衛生，安全生産，食品・薬品，製品の品質の監督検査状況。

　区を設けた市級の人民政府，県級人民政府及びその部門が重点的に公開する

政府情報は，以下の内容である（本条令１１条）。①都市・農村の建設及び管理の

重大な事項，②社会公益事業の建設状況，③土地の収用又は徴用，建物の立退

き及びその補償，補助費用の支給，使用状況，④応急措置・災害救助，優待慰

撫，救済，社会的援助金などの金員・物資の管理，使用及び分配状況。

　郷鎮人民政府は，以下の政府情報を重点的に公開しなければならない（本条令

１２条）。①国家の農村業務に関する政策の徹底的な実行の状況，②財政収支，各

種の特定プロジェクトの資金の管理及び使用の状況，③郷（鎮）の土地利用の

全体的，宅地使用の審査状況，④土地の収用又は徴用，家屋の立退き及びその

補償，補償費用の支給，使用状況，⑤郷（鎮）の債権債務，資金・役務の調達

状況，⑥応急措置・災害救助，優待慰撫，救済，社会的援助金など金員・物資

の支給状況，⑦郷鎮集団企業及びその他郷鎮経済体の請負，賃借，競売などの

状況，⑧計画出産政策の執行の状況。

　このように，政府情報公開条令は，行政機関が自主的に公開すべき事項・範

囲について詳細かつ明確に定めている。その理由として，多数の国の情報公開

立法が自主的な公開（能動的公開，���������	��
�����）に関する規定を置いている

ことのほか，公衆が個別に情報公開申請をするコストを減らせること，政府機
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関が大量の申請を処理する負担を減らせること，そして民主政治を促進し行政

腐敗を防止する情報公開制度の目的に適うこと，等を挙げている２４。日本では，

情報公表に関する規定として，独立行政法人等情報公開法２２条１項のほか，地

方公共団体の情報公開条例が情報公表について規定する場合がある（例．福岡市

情報公開条例３６条２項など）。なお，改正情報公開法案は，組織・業務・制度に関

する基礎的な情報，予算・決算及び評価・検査等に関する情報，所管に係る独

立行政法人や指定法人等の基礎的情報を，適時に，国民に分かりやすい形で，

かつ国民が利用しやすい方法により提供しなければならないと規定する２５。し

かし，これら情報公表に関する規定と比べても，中国の自主的な公開の規定は，

随分と詳細に規定していると言える（もっとも，これら自主的な公開事項・範囲は，

日本の場合，個別法により公表するとされている場合や慣例により公表されている場合

など，ほとんどが公表されている２６）。

�　自主的な公開と申請に基づく公開との関係

　政府情報公開条令の条文構造からすると，申請に基づく公開は，自主的な公

開を補充するものとされている。本条令１３条は，「第９条，第１０条，第１１条，第

１２条に定める行政機関が主体的に公開する政府情報のほか
� � � � � � � � � � � � � � �

，公民，法人又はそ

の他の組織は，さらに
� � �

自
�

己の生産，生活，科学研究など特殊な需要に応じて
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

，

国務院各部門，地方各級人民政府及び県級以上の人民政府各部門に対し，関係

する政府情報の取得を申請することができる。」と規定する（傍点は筆者による）。

これによると，申請に基づく情報公開は，�法定の自主的な公開以外で，つま

りは自主的に公開された情報では満足ゆかない場合に，�私人からの「特殊な
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����周漢華主編『��������	
�����・��・��・���』中国法制出

版社２００３年７０～７１頁。

����行政機関情報公開法の改正案については，

　　������������	
�����������	�����������������	
���������。

����中村誠・前掲注（７）８１頁。

２４

２５

２６



需要」に応じて（原語「���������，��，�������」），情報公開請

求権を認めるというものである２７。ここには，�申請に基づく公開の補充性と，

�情報公開請求するための個別要件が課されている２８，という特質を見出すこ

とができる。

　日本の情報公開法制では開示請求制度を中心として設計されているが，中国

の情報公開制度では，私人の申請に基づく情報公開は補充的なものと位置づけ

られている。一般に，基礎的・重要な行政情報や広く市民の関心事となりうる

情報について，私人からの請求を待たず，行政機関が自主的に情報公開すべき

ことは当然に要請されることである。また，私人からの重複した開示請求を避

ける点で，行政・請求者双方にとって利点があろう。ただ，自主的な公開制度

だけに頼るとなると，たとえ一定の重要事項につきその公開が法定化されたと

しても，行政情報の公開を義務付ける実効性は弱く，単なる「恩恵的」な情報

公開に堕してしまうだろう。この点，政府情報公開条令で定められた自主的な

公開の範囲は，比較法的に決して斬新的なものではなく，むしろ通常公表され

るべきものであるし，反対に，法文は抽象的であるから，行政機関の解釈・運

用によっては，大した政府情報は公開されないおそれもある。そもそも開示請

求と情報提供はいわば「車の両輪」であり，相互補完的な関係にあって総合的

な情報公開施策が求められるところ，開かれた政府や行政の透明性の確保と

いった情報公開制度の趣旨を実現するためには，やはり行政情報へのアクセス
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����莫于川・林鴻潮主編『��������	
��』中国法制出版社２００８年７３頁。

����この点につき，「申請に基づく公開の適用範囲は行政機関が『条令』の関係規定に従っ

て政府情報を自主的に公開すべき範囲に属しないものに限られ，その条件は公民，法

人又はその他の組織の自己の生産，生活，科学研究など特殊需要である。」と説明し

ている（莫于川主編・前掲注（３）１５２頁）。

����先行研究（石塚迅・前掲注�１５５～１５６頁）によると，中国の情報公開地方法規について，

個人と行政権力との対抗関係を強調する情報「公開」重視型の『上海市規定』，個人

と行政権力との調和に配慮する情報「提供」型の『上海市規定』という具合に，�２つ

２７

２８

２９



権の保障とそれによる行政監視が必要不可欠である。したがって，自主的な公

開を重視した制度設計は，国情を反映した立法政策としてはありうるとしても２９，

開示請求と情報提供は「車の両輪」であるから，私人への情報アクセス権の保

障＝申請に基づく公開制度の重要性は諸外国の情報公開制度と何ら異なるもの

ではない。したがって，本条令１３条が「特殊な需要」の存在を情報公開請求権

の要件としているのはやはり問題視せざるを得ない。実際に，この点は，後述

するように，原則公開の理念を没却する中国の情報公開法制の大きな制限と

なっている。

�　情報提供施策について

　政府情報公開条令においては，「情報提供」という文言は直接的にみられない

が，政府情報の自主的な公開を広く捉えた形で３０，いわゆる情報提供施策に関

連する規定もある。例えば本条令１５条は，「行政機関は，自主的に公開する政府

情報を，政府公報，政府ウェブサイト，記者会見及び新聞・雑誌，ラジオ，テ

レビなど公衆が知りやすい方法で公開しなければならない。」と規定する。また，

本条令１６条は，公開の場所・施設等について，「各級人民政府は，国家公文書館，

公共の図書館に政府情報の閲覧場所を設置するとともに，相応する施設，設備

を配置して，公民，法人又はその他の組織が政府情報を取得するのに便宜を供

しなければならない。」「行政機関は，必要に応じて，公共の閲覧室，資料請求
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　　を対比させたうえで，『広州市規定』が『上海市規定』に情報公開地方法規のひな形と

しての地位を譲った理由の１つとして，自発的公開（情報提供）について豊富な規定を

設けている点を挙げている。なお，『上海市規定』の内容上の特徴を，①申請に基づ

く公開を規定する一方で，自発的公開（情報提供）の充実・徹底を図っている点，②

「知る権利」と行政効率とのバランスに配慮しているのではないかと思われる点，と

している（同１５４頁）。

����政府情報の自主的な公開の方法とは，行政主体が社会公衆に対し政府情報を自主的に

伝える方途及び媒体であるとされ（莫于川主編・前掲注（３）１６９頁），法定の自主的公開事

項に限定していない。

３０



窓口，情報掲示板，電子情報スクリーンなどの場所，施設を設置して，政府情

報を公開することができる。」「行政機関は，国家公文書館，公共の図書館に対

し，主体的に公開する政府情報を遅滞なく提供しなければならない。」と規定す

る。これに関連して，国務院弁公室の「『中華人民共和国政府情報公開条例』の

施行に伴う若干の問題に関する意見」（２００８年４月２９日，国弁［２００８］３６号）は，

「各級行政機関，とりわけ国務院各部門（単位），各省（市・区）人民政府及び

その部門（単位）は健全な政府情報の自主的な公開の体制を確立し，その活動

の主体性と実効性を強化しなければならない。政府ウェブサイト，政府公報な

ど公衆が知りやすい各種の方法を充分に利用し，遅滞なく政府情報を公開する

とともに，政府情報公開目録及びインターネット上の情報検索の機能を漸次完

備し，公衆に優良で質の高いサービスを供しなければならない。」としている。

このほか，国務院弁公室「『中華人民共和国政府情報公開条例』を首尾よく施行

するための準備活動に関する通知」（２００７年８月４日，国弁発［２００７］５４号）は，健

全な政府情報公開活動の体制をできるだけ早く確立することとして，「政府の

記者会見及びスポークスマン制度を健全にすることは，政府による情報公表の

主体性と権威性を強化する」としている。

Ⅲ　中国における情報公開制度の根拠

　政府情報公開条令は，①公民，法人及びその他の組織が法に基づき政府情報

を取得する権利を保障すること，②政府の活動の透明度を高めること，③法に

よる行政を促すこと，④人民大衆の生産・生活及び経済社会活動に対する政府

情報のサービスの役割を十分に発揮させることを目的としている（１条）。なお，

広州市など地方人民政府の「政府情報公開規定」には，知る権利（知情権）を明

記している３１。
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�　国民主権・説明責任の目的規定からの欠如

　日本において，情報公開制度の目的・根拠といえば，①国民主権の原理と，

②説明責任（アカウンタビリティ）が挙げられる３２。行政機関情報公開法１条は，

国民主権の理念を基礎に，同条の目的が行政運営の公開性と政府の国民に対す

る説明責任の確保であることを明記し，加えて，国民の的確な「理解と批判」

の下での公正で民主的な行政の推進に資することを目的としている。なお，

「知る権利」は，現行法の目的規定には明記されていない（地方自治体の情報公

開条例では明記する場合もある。また，改正法案では知る権利の保障を明記している）。

これに対し，中国の政府情報公開条令には，国民主権の原理及び説明責任（こ

れらと類する概念）は明記されていない。地方でも同様であり，例えば広州市政

府情報公開規定は，①個人及び組織の知る権利を保障すること，②政府の情報

公開を規範化すること，③行政活動の透明度を向上させること，④政府機関の

法に基づく職権の行使を監督すること，を目的として掲げるが，国民主権及び

説明責任は特に明記していない。

　このように，中国において国民主権や説明責任（アカウンタビリティ）がその

根拠として語られない。理由としては，当該制度の成立背景が関係しているの
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����広州市政府情報公開規定１条は，「個人及び組織の知る権利を保障し，政府情報公開を

規範化し，行政活動の透明性を向上させ，政府機関の法に基づく職権の行使を監督す

る」と規定する。

����総務省行政管理局『詳解情報公開法』財務省印刷局２０１１年１０～１１頁，宇賀克也『新・

情報公開法の逐条解説［第５版］』有斐閣２０１０年３３～３５頁，参照。例えば，宇賀・同

書３４頁は，「政府のアカウンタビリティは，国民主権のコロラリーとして導かれる。

すなわち，主権者である国民の信託を明確に受けている政府は，国民に対して，自ら

の諸活動を説明する責務を負わなければならず，この責務が果たされない場合，主権

者は，「情報を与えられた市民（��������	
�������）とはいえず，真の主権者とはいえな

くなる。政府情報の公開こそ，国政に対する国民の的確な理解と批判を可能とし，主

権者としての責任ある意思形成を促進するのである。」としている。

３１

３２



ではないかと思われる３３（無論，憲法体制上の理由も考えられるが，その点は除く）。

それは，主に以下の３点に要約できよう。まず，国際的動向として，経済発展

の著しい中国がグローバル経済の進展という世界的な潮流に合わせて，経済の

自由化・公平化とそのルールの確立が求められるところ，とりわけ２００１年の

���加盟に伴い政府の透明性が要求された。「透明な政府を建設することはわ

が国が���の透明度原則の基本要求を履行することになる」というように３４，

���の国際的ルールのもと，政府の透明性・オープン化，政策やルールの可

視性・明確性等が求められ，それを実現するため情報公開制度の整備が急務と

された面は否めないだろう。

　次に，中国では政治・行政の腐敗，公務員・役人の汚職等が蔓延し，大きな

社会問題となっているが，不透明な密室での政策決定は腐敗に結びつくことか

ら，政策決定の透明性，ガラス張りの政府，クリーンな政治などが求められ，

その防止策として政務公開等が考えられた３５。そして，政務公開を単に政策と

して実行するだけではなく，立法の形で規範化し行政を統制する政府情報公開

の必要性が認識されるようになったと考えられる３６。
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����政府情報公開条令の背景ないし根拠について，以下の点を挙げている。①政治民主化

の要求。公開は民主政治の核心的な理念であり，法治の必ず具備すべき要素であり，

政府情報の公開は民衆に対して責任を負うものである。②憲法の精神と要求（憲法２７条，

４１条など）。③���に加入し透明性原則を承認したことの要求を履行すること。④ガ

ラス張りの政府を打ち立て，法治政府を建設する要求（莫于川主編・前掲注（３）６～７頁）。

����肖金明『���与政府法制』山東大学出版社２００２年２０１頁。

����このことは，次の叙述からうかがえる。「行政神秘主義，それはかつて私たちの行政管

理活動・行政執行活動そのものの伝統と特色であった。我々は過去にすでに，ブラッ

クボックスでの操作，不透明性は腐敗，権力濫用の問題をもたらす，という問題を認

識した。我々はまたかつて，政務公開，司法公開，警務公開，事務処理の公開など，政

策の推進力をもって上述の問題を解決した。」（莫于川主編・前掲注（２７）１０頁）。

����実施綱要２条は，「行政管理の透明度を向上させる」を法による行政を全面的に推進す

ることの基本理念の内容の１つとし，�３条は「行為を規律する，運用の調和がとれて

３３

３４

３５

３６



　第３に，政府の情報公開を求める民衆の声，「知る権利」を求める国内世論で

ある。とりわけ２００３年春の����（新型肺炎）騒動は，その発生の初動段階で，

政府当局がそれに関する情報を意図的に隠ぺい・操作したため，その蔓延を拡

大させ，一般民衆の生命・健康が危険に瀕したことから，中国の一般民衆に

「知る権利」の要求と情報公開の重要性を強く意識させることとなった。その

後，食品・薬品による健康被害，低温・雪冷害，さらに四川（汝川）大地震な

どは，情報公開の重要性をますます強く認識させているといえよう３７。

�　「知る権利」

　情報公開制度の目的について，政府情報公開条令は，私人が「法に基づき政

府情報を取得すること」を基本的価値ないし第一次的目的として捉え，それを

保障することの効果として，「政府の活動の透明度を高め，法による行政を推進

する」こと，及び「人民大衆の生産，生活及び経済社会活動に対する政府情報

のサービス的作用」を挙げている３８。つまり，現代の民主国家において，公民
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　　いる，公正・透明である，清廉潔白で効率の高い行政管理体制を基本的に形成するこ

と」「政府の提供する情報が偏りなく，正確で，遅滞ない」「行政管理は公開，公平，

公正，便民，効率の高い，信義誠実を成し遂げる」を法治政府建設の具体的な目標と

している。そして５条は，「依法行政」の基本的要求の１つとして，「行政機関の行政

管理の実施は，国家機密及び法に基づき保護される商業上の秘密，個人のプライバ

シーに関わるものを除き，公開されなければならない。」と定める。さらに１０条は，

「政府情報公開を推進し，国家機密及び法に従って保護される商業上の秘密，個人の

プライバシーに関わる事項を除き，行政機関は政府情報を公開しなければならず，公

開された政府情報について，公衆は閲覧する権利を有する。行政機関は，公衆が政府

情報を閲覧しやすい条件を提供しなければならない。」と定める。

����これについては，次のような叙述がある。「２００３年春の“非典型肺炎”の危機から，２００８

年春の南部地方における低温・雨雪と結氷の異常気候災害に至るまで，さらに“５�．

１２”汝川大地震に至るまで，各級国家機関と全国人民は厳しい試練を経ており，いず

れも政府情報公開の面で多くの経験・教訓を得ており，これはわが国の政府情報公開

法律制度の有効性が試されている。」（莫于川主編・前掲注（２７）序文３頁）。

����以下の説明につき，莫于川主編・前掲注（３）４１頁。

３７

３８



と政府の間には典型的な「委託－代理」の関係が構成され，公民は委託者であ

り，政府は受託者である。委託者は受託者が職責を履行する中で形成した各種

の情報について知る（了解する）権利を有するのは至極当然のことであり，それ

自体，民主国家における公民の権利の当然の構成部分である。したがって，政

府情報を自由に取得することは，まさに公民の基本的な権利・自由を具現化し

ている。そして，公民が自由に政府情報を取得することを通して，公民の権利

を保障，発展させるだけではなく，以下の２つの効果を及ぼす。１つは，「政府

の活動の透明度を高め，法による行政を推進する」ことである。いわゆるガラ

ス張りは最良の防腐剤であり，情報公開を通して，行政機関の活動を公民の監

督の下に置くことは，自ずとブラックボックス操作を防止し，もって公務員の

腐敗，権力濫用を抑制する作用をもたらす。２つ目は，現代社会において，政

府は経済社会生活に全面的に介入・関与しているから，政府情報公開により「人

民大衆の生産，生活及び経済社会活動に対するサービス的作用」を及ぼす。「政

府情報のサービス的作用」は特殊中国的なものであり３９，また，透明性の向上

及び法による行政の促進についても既に言及したので，以下では，政府情報の

自由な取得という権利保障の面について述べる。

　「公民，法人及びその他の組織が法に基づき政府情報を取得することを保障」

という文言について，地方の情報公開制度では，「知る権利」という文言がある

が，政府情報公開条令では「知る権利」は明記されていない。�それはなぜだ

ろうか。また，�「知る権利」と「法に基づき政府情報を取得する権利」は異

なるのだろうか。

　�について，その原因は，中国憲法上「知る権利」という文言が存在しない
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����中村誠・前掲注（７）８０頁。ここでは，「人民大衆の生産，生活及び経済社会活動に対す

る政府情報のサービス的作用」を情報公開立法の目的とすること，また，「経済面か

らの情報公開の必要性」が強調されていることは，日本では見られないことであると

述べている。

３９



点に求められる４０。例えば，政府情報公開条令の建議稿は「知る権利」を明記

し，「公衆が知る権利を行使し，国家及び社会事務の管理に参与することを保障

し，政府情報の流通を促進し，政府機関が法に基づき職権を行使するよう監督

する」を目的規定として定めていたが４１，政府情報公開条令では「憲法に基づ

き」と「知る権利」の文言が削除されている。これは，憲法上知る権利を直接

的に認めることができない以上，政府情報公開条令でも知る権利を認めること

はできない，という考慮が働いたためである４２。もっとも，公民の知る権利を

明記した憲法上の条項はないことは，それが憲法上の根拠を有しないことを意

味しない。学説上は，憲法解釈から公民の基本的権利として知る権利を定義す

る説も確かに存在するが４３，しかし，それを法令上の目的規定とすることにつ

いて，立法者が時期尚早や未成熟な権利概念等を理由に困難であると判断した

のは，日本の情報公開法制定時における議論と類似するところがあろう。ただ，

「特殊な需要」の欠如を理由に申請に基づく公開が拒否される運用実態を踏ま

えて，公民の知る権利を明確に規定することにより，この知る権利の侵害を理

由に情報公開請求権を肯定しようとする学説もあり，ここに中国における「知

る権利」論の実益的な議論がある。

　�について，まず立法起草者からすれば，公民が政府情報を取得することの

保障は，公民の知る権利の１つの内容と理解しているようである。例えば，条

令の制定の中心的存在であった国務院法制弁公室副主任・張穹は，「当該条令
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����李広宇『��������	
��』法律出版社２０１１年６頁。

����周漢華・前掲注（２４）１頁。

����章剣生「���������≪��������	
�」『中国法学』２００８年第４期

１４８頁。

����例えば原則公開の情報公開法制の世界的な通例を踏まえて，知る権利を次のように定

義するものがある。「公民は，法律が例外の規定を置く場合を除き，政府が所持，保存

し，その権力の行使と関係する一切の情報を知る権利がある。」（章剣生・前掲注（４２）１４９

～１５０頁）。

４０

４１

４２

４３



を前面的に貫徹して実施することは，公民，法人又はその他の組織が法に基づ

き政府情報を取得して，人民大衆の政府活動に対する知る権利，参与権及び監

督権を実現するのに有利である」と述べている４４。また，本条令の解説書は，

次のように説明している。わが国の憲法は，公民の知る権利について直接の規

定を置いていないけれども，批判権，建議権，申立権，告訴権及び告発権など，

公民の国家機関及びその勤務要員に対して監督を行う権利を規定している。公

民が国家機関に対して有効な監督を実施する前提は，国家機関の運営状況に対

する十分な理解であり，すなわち公民は必ず政府情報を自由に取得し及び知る

権利を有しなければならない。このことから，知る権利は公民の基本的権利の

必然的な構成部分であるとしている４５。

　これに対して，申請に基づく公開制度の実態を前提に，「知る権利（���）」と

「情報取得権（�����）」の概念の区別は曖昧であるという指摘もある４６。つ

まり，知る権利（����������	�
）は，誰にでも認められる権利であり，個人の法的

地位や利害関係など「知る必要性（������������）」に基づいて認められる権利で

はない。ところが，本条例１３条が申請に基づく情報公開に際して「特殊な需要」

を要件とすることにより，「知る必要性」の有無が問題となり，条令の文言に表

記上は近い「情報取得権」は「知る権利」といいうるのか，疑問が呈されている。

Ⅳ　中国の開示請求制度の内容

１ ．開示請求者

　情報公開の請求権者について，日本の行政機関情報公開法（３条）のように，
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����曹康泰主編『��������	
������』人民出版社２００７年１２頁。

����莫于川主編・前掲注（３）４２頁。

����蒋紅珍「���������	
������������」『行政法学研究』２０１０

年第３期１０２頁以下。

４４

４５

４６



何人にも付与する立法政策を採る国（デンマーク，ノルウェー，オランダ，ベルギー，

アイスランド，ハンガリー，タイ等）は少なくない４７。また，何人にも開示請求権

を付与することは，開示請求者の無限定性を意味する。行政情報の開示を求め

る制度としては，文書閲覧（行政手続法１８条），書類閲覧（行政不服審査法３３条２項），

文書提出命令（民事訴訟法２１９条以下）などがあるが，これらはいずれも特定の者

（当事者や利害関係者）に認められる開示請求制度であり，請求者が自己の権利

利益を守るために文書の開示を必要とする事情がなければならない（権利利益保

護のための制度，主観的な法制度）。これに対して，情報公開制度は，原理的には誰

もが行政文書全般について開示請求できる制度であり，自己の権利利益を守る

ためといった事情や利害関係を必要としない。その意味で，情報公開制度は客

観的な法制度である４８。このように，情報公開制度は，請求の趣旨・目的を問

わず，また誰であるか（権利利益の侵害ないし利害関係等の有無）を問わず，何人

にも認められる客観的な法制度である。

　これに対して，中国の情報公開制度は，�請求者を「公民，法人又はその他

の組織」とし（「何人」ではない），�請求の要件として「自己の生産，生活，科

学研究など特殊な需要」を必要としている（本条令１３条）。�について，外国人

が請求権の主体として含まれるのかが問題となるが，１３条の文言からすると，

請求の主体を「公民，法人又はその他の組織」と定めていることから，外国人

及び外国の組織は含まれないと解されている４９。国務院法制弁公室副主任・張

穹は，申請に基づく政府情報公開の請求者は本国の公民，法人及びその他の組

織のみに限られ，「外国人及び外国組織は，中国政府の自主的な情報公開のルー

トを通して，政府情報を取得することができる。外国人及び外国組織がわが国
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����宇賀克也『情報公開と公文書管理』有斐閣２０１０年３０４頁。

����芝池義一『行政法総論講義［第４版補訂版］』有斐閣２００６年３２８頁。

����莫于川主編・前掲注（３）１５４頁。

４７

４８

４９



の政府に対しその他の政府情報の取得を申請した場合に至っては，国際法の定

める原則に基づいて，対等の原則に従って処理しなければならない」と述べて

いる５０。『中華人民共和国行政訴訟法』（以下「行訴法」とする）では，外国人の訴

訟提起の権利が明定されていることからしても５１，外国人の請求権は認められ

ないと考えられる。

　�について，「特殊な需要」という限定的な文言は，先行した広州市や上海市

など地方の情報公開立法では見られなかったものである５２。これにつき，政府

情報公開条令でも「自己の生産，生活，科学研究など特殊な需要」に応じて

「政府情報の取得を申請することができる」と規定するのであるから，「特殊な

需要」の解釈如何では特別な要件というわけでもない。例えば，「行政法の勉強

のために政府情報の公開を申請する」と言えば（特に法曹関係者・研究者等でなく

でも，行政法の勉強は誰でもできる），科学研究上の必要性を肯定でき，政府情報は

誰でも公開請求できることになろう。しかし，「自己の生産，生活，科学研究な

ど特殊な需要」の判断基準について，例えば記者の取材権など自己の仕事の需

要について，マスコミはこの「特殊な需要」を主張しても，特権は認められな

いとしている５３。

114 アドミニストレーション第１８巻３・４合併号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

����曹康泰主編・前掲注（４４）２１頁。

����行訴法７０条は，「外国人，無国籍の者，外国組織は，中華人民共和国において訴訟を

行うにあたり，本法を適用する。」と規定する。

����広州市政府情報公開規定１３条は，「公開権利者は，公開義務者に対し第９条及び第１０条

に明記されたもの以外のその他政府情報の公開を申請する権利を有する。公開義務

者は，当該情報が法律，法規又は本規定により公開が禁止される内容に属する場合を

除き，申請に基づき公開権利者に公開しなければならない。」と規定する。また，上

海市情報公開規定７条は，「公民，法人及びその他の組織は，本規定に従って，関係

する政府情報を自己に提供するように政府機関に対し要求する権利を有する。」と規

定する。これらの地方立法では，「特殊な需要」のような特別の要件を課していない。

����莫于川主編・前掲注（３）１５４頁。

５０

５１

５２

５３



　政府情報の公開請求の手続面からみると，情報公開の申請にあたって書面に

よるべきことを原則とし（本条令２１条１項），①申請者の氏名又は名称，連絡方法，

②公開を申請する政府情報の内容の概略，③公開を申請する政府情報の形式に

ついての要求，を記載しなければならない（同２項）。すなわち，情報公開の申

請にあたっての正式の手続として，申請書には求める政府情報を内容の概略を

記載する必要があるが，請求の趣旨・目的であるとか，権利利益の侵害ないし

利害関係の有無などは記載する必要はない。この規定からすると，「特殊な需

要」は特に請求の実質要件とされていない。

　ところが，国務院弁公庁の「『中華人民共和国政府情報公開条令』の施行にあ

たっての若干の問題に関する意見」（２００８年４月２９日，国弁発［２００８］３６号）は，

「行政機関は，申請者が自己の生産，生活，科学研究など特殊な需要と関係し

ない政府情報の公開を申請した場合について，不開示とすることができる（原語

「������」）」としている。つまり，開示請求者としては，その欲する情報

の必要性＝「特殊な需要」について立証・説明できなければ，申請を拒否され

ることになる。この国務院の解釈によると，情報公開条令上の公開請求権は，

「特殊な需要」を持った特定の者がなしうるものであり，したがって，請求者

の無限定性を否定し，主観的な制度に近いものになっているといえよう。実際

の裁判例においても，多くの人民法院において「特殊な需要」を理由に，請求

を斥ける事例が報告されている。それは，政府情報公開条令と行訴法の条文解

釈（誤解釈）が相俟って生じている運用実態であり，概して以下の３つがある。

　第１に，訴訟の対象となる「具体的行政行為」に対する誤解である５４。行訴

法２条は，「公民，法人又はその他の組織は，行政機関及び行政機関の勤務員の

具体的行政行為がその合法的権益を侵害したと認めたときは，本法に従って人

民法院に対し訴訟を提起する権利を有する」と規定し，「具体的行政行為」を訴
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����叶必豊「���������	�
���」『中国法学』２００９年第５期２９～３０頁。５４



えの対象としている。日本法的に言えば，開示請求に対する開示・不開示の決

定は行政手続法上の「申請に対する処分」であり，それが処分性要件を満たさ

ないということはまず考えられない。これに対し，中国の情報公開訴訟では，

請求に対する不開示等の決定という面に着目せず，政府情報を公開（非公開）す

る行為それ自体に着目し，かつその行為が特定の公民の権利義務に関係するも

のか否かを問題とし，「具体的行政行為」に該当しないとして，訴えを斥ける

ケースがある。例えば，２００８年５月に湖南省汝城県の黄由倹・鄭柏松等５人が

県人民政府に対し，政府情報公開条令に基づいてある会社の改編の状況に関す

る調査報告の公開を申請した事件で，被告はその公開を拒絶したが，その理由

として，調査報告は「抽象的行政行為」（「具体的行政行為」と相対する概念で，行

政立法その他抽象的な規範を定立する行為）であり，黄由倹等の権益を侵害するもの

ではなく，訴訟資格を有しないと釈明した５５。そして人民法院は，本案を「企

業の改編に関わる問題であり，行政訴訟の範囲に属しない」ことを理由に，不

受理（原告敗訴）と判決している５６。また，任俊傑が鄭州市都市計画局と都市計

画公文書館に対しミニ車の停車位置計画の許可証の公開を求めた事案で，被告

は，原告は停車位置計画と利害関係を有しないと主張し，原告の適格性を問題

としたが５７，この事件でも原告は敗訴している。

　第２に，「行政訴訟の受理範囲（����）」に対する誤解である５８。これは，

情報公開訴訟が行政訴訟の受理範囲（行訴法１１条），すなわち法律上列記された

行政訴訟事項に含まれない，というものである５９。これについても，行訴法１１
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����趙文明「��������	
��������������������」『法

制日報』２００８年５月８日。

����判決の概要につき，呉炎「��������	
」『人民日報』２００８年５月９日。

����張勝利「��������	
����������」『工人日報』２００６年３月１５日。

����浙江省高級人民法院課題組「���������	
������」『行政法学研

究』２００９年第４期２３～２４頁。

５５

５６

５７

５８



条２項が「人民法院は，法律，法規で訴訟を提起することができると定められ

たその他の行政事件を受理する」と規定し，政府情報公開条令３３条２項に基づ

き６０，行政訴訟の提起は可能であるはずである。また，法律・法規によって行

政訴訟の受理範囲の漸次拡大していくという行訴法の基本方針と合致するもの

である６１。しかし，行訴法１１条１項８号が「行政機関がその他人身権・財産権

を侵害したと認められる場合」と規定していることを根拠に，「人身権・財産権

に対する包括的保護６２」を認める当該条項を強調し，人身権・財産権以外の権

117中国の情報公開制度に関する考察（上拂）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

����行訴法２条からすると，「具体的行政行為」に対して行政訴訟を提起しうるが，加え

て法定の列記事項（１１条，１２条）に該当しなければならない。行訴法１１条１項は，①行

政処罰を不服とするもの，②行政上の強制措置を不服とするもの，③法定の経営自主

権を侵害された場合，④許可証・免許等の拒絶・不応答の場合，⑤行政機関に人身

権・財産権を保護すべき法定の職責を履行するように申請したが，拒絶・応答しない

場合，⑥弔慰金の不支給の場合，⑦行政機関により義務の履行を違法に要求された場

合，⑧その他人身権・財産権を侵害した事件，を列記する。このほか，人民法院は，

法律，法規で訴訟を提起することができると定められたその他の行政事件を受理する

（同２項）。また，１２条は，①国防，外交等の国家行為，②「抽象的行政行為」，③行政

機関内部における賞罰，任免等の決定，④法律により行政機関の最終的裁決権が認め

られもの，を行政訴訟の受理範囲に含まれないとしている。情報公開訴訟は，積極的

列記事項・消極的列記事項いずれにも含まれないが，政府情報公開条例３３条２項に基

づき，「法律，法規で訴訟を提起することができると定められたその他の行政事件」

として，受理範囲に含めるのが素直な解釈であろう。

����政府情報公開条令３３条２項は，「公民，法人又はその他の組織は，行政機関の政府情報

公開活動における具体的行政行為によりその合法的権益を侵害したと認めるときは，

法に基づき行政復議を申し立て又は行政訴訟を提起することができる。」と規定する。

����行政訴訟の受理範囲を確定する際の基本原則は，①公民，法人及びその他の組織の合法

的権益の保障，②裁判権と行政権の関係を正確に処理する，③わが国の目下のところの

実際上の状況を考慮する，という３つの観点からバランスのとれた制度とするもので

あった（王漢斌「『中華人民共和国行政訴訟法（草案）』に関する説明」）。このうち③について，

現行の行政訴訟の受理範囲は段階的なものであり，今後の社会・社会の発展にともない

公民の権利保障を拡充し，受理範囲の拡大は個別の法律・法規によると理解されていた。

５９

６０

６１



利に対する侵害については行政訴訟の受理範囲に含まれないと解釈して６３，非

公開決定等により原告（請求者）は人身権・財産権を侵害されていないことを理

由に，行政訴訟の受理範囲外として訴えを斥けるケースがある。例えば，前記

鄭州市における停車位置計画の許可証の公開が争われた事案においては，原告

の訴訟上の請求は，行政機関がその人身権，財産権に関わる侵害をしたと証明

する証拠がないことをもって原告の訴えを斥ける判決をしている６４。

　第３に，行政訴訟の原告適格を満たさない（法律上の利害関係を有しない）とい

う理由で，訴えが斥けられるケースである６５。これは，原告（請求者）がその欲

する情報を見られなかったとしても，そのことによって原告のいかなる権利利

益が侵害されるわけではなく，したがって原告適格を有しないというものであ

る。その根拠は，最高人民法院の司法解釈，「最高人民法院の『中華人民共和国

行政訴訟法』を執行するにあたっての若干の問題に関する解釈」（１９９９年１１月２４

日）における「以下の状況の１つに該当する場合，公民，法人又はその他の組
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����王晨「人権と行政訴訟―民が官を訴える」土屋英雄編著『中国の人権と法―歴史，現

在そして展望』明石書店１９９８年２４４頁。

����行訴法の解釈として，人身権・財産権以外の権利（政治的自由・社会的権利など）につい

ては，その他法律・法規な明確な規定があれば，公民は行政訴訟を提起することがで

きるというのが一般的な解釈である（羅豪才『������』中国政法大学出版社１９９０年１１２

頁）。従来論点となったのは，行訴法１１条１～７号の列記事項以外については，人身

権・財産権を侵害する具体的行政行為であれば訴訟提起できるが，�１～７号の列記

事項については，必ずしも人身権・財産権の侵害でなくともよいかどうかという議論

であった（林莉紅「��������	
��������」『法学評論』１９９８年第３期９～１１

頁）。この点につき，前７号の具体的行政行為については，いかなる権益であるかを問

わず，すべて訴えうるものであるが，前７号以外の具体的行政行為については，人身

権・財産権に限り提訴できると積極的に解する有力説もある（姜明安『������』北

京大学出版社１９９３年１２３～１２４頁）。

����曲昌栄「��������	
�」『人民日報』２００６年６月１９日。

����浙江省高級人民法院課題組・前掲注（５８）２６～２７頁。

６２

６３

６４

６５



織は，法に基づき行政訴訟を提起することができる。……（四）具体的行政行

為の取消し又は変更と法律上の利害関係を有する場合」（１３条４号）に求められる。

これは，いわゆる第三者の原告適格に対応するための解釈指針として発せられ

たものであるが，原告は非公開の決定によりいかなる合法的権益をも侵害され

ていないから，原告適格の要件を満たさないとして，訴えを斥けたケースが少

なくない６６。このことは，「特殊な需要」という要件とも相俟って，申請に基づ

く公開請求には，特別の関係（権利利益の侵害ないし利害関係の有無）を必要とす

ることになり，情報公開制度の趣旨を没却する運用となっている。

　以上の３点について，中国の学術界・裁判実務界いずれも極めて批判的であ

り，また関連する意欲的な研究も多いが，別稿で改めて検討したい。ただ，

２０１１年の最高人民法院の司法解釈，「最高人民法院の政府情報公開行政事件の

審理にあたっての若干の問題に関する規定」（２０１１年７月２９日公告・公布，２０１１年

８月１３日施行）は，この問題について，「公民，法人又はその他の組織は，下記

の政府情報公開業務における具体的行政行為によりその合法的権益を侵害され

たと認め，法に基づき行政訴訟を提起したときは，人民法院は受理しなければ

ならない」，「行政機関に対して政府情報の取得を申請したが，行政機関が提供

することを拒絶し又は期限を徒過しても応答しない場合」（１条１項１号）として

いる。これによると，情報公開の申請に対する拒絶又は不応答という行為は

「具体的行政行為」であること，それを人民法院は受理しなければならないこ

と（行政訴訟の受理範囲に含まれること），拒絶・不応答を受けた者は行政訴訟を

提起できること（政府情報公開訴訟の原告適格を有すること），を明らかにしている。

無論，「特殊な需要」を欠くことで拒否の決定等を受けた場合であっても，公民

は行政訴訟を提起することができる。ただし，上記司法解釈は，「被告が，政府
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����そのような裁判例を紹介する日本語文献として，呂艶濱「中国における情報公開条例

の適用について」『比較法学』４４巻２号（２０１０年）２３８－２４７頁。

６６



情報が申請者自らの生産，生活，科学研究など特殊な需要と関係しないことを

理由にそれを不開示とした場合，人民法院は，原告に特殊な需要の事由につい

て説明をするように求めることができる。」としている（５条６項）。これによる

と，請求者は「特殊な需要」につき説明する責任を負うことになり，「特殊な需

要」は申請に基づく情報公開の要件となっている。そして同司法解釈は，「政府

情報の取得を申請することが自己の生産，生活，科学研究など特殊な需要に基

づくものであることを合理的に説明できず，かつ被告がこれに基づき情報を不

開示とした場合」は，原告の請求を斥ける判決をしなければならないとしてい

る（１２条６号）。

２ ．対象機関

�　行政機関（形式的意味での行政）

　政府情報公開条令には，日本の行政機関情報公開法（２条１項）のような，対

象機関の定義に関する明文規定はない。ただ，条文構造から，行政機関が対象

機関であることは自明であるとしている６７。事実，本条令は，「行政機関は

……」という条項が多く見られ（５条，�６条，�７条，�８条，�９条，１４条，１５条，１７条，１９

条，２３条など）６８，また条令３条の政府情報公開の主管部門に関する規定６９，さら
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����莫于川主編・前掲注（３）４７頁。

����政府情報公開の実施機関である行政機関が遵守すべき情報公開の基本原則として，以

下の規定を置いている。５条は「行政機関は，政府情報を公開するにあたっては，公

正，公平，民に便宜を与えることの原則を遵守しなければならない。」，�６条は「行政

機関は，遅滞なく，正確に政府情報を公開しなければならない。行政機関は，社会の

安定に影響を及ぼす又はその恐れがあり，社会の管理秩序を乱す又はそのおそれのあ

る虚偽又は不完全な情報を発見した場合は，その職責の範囲内で正確な政府情報を公

表し，誤解をとかなければならない。」，�７条は「行政機関は，政府情報を公表する調

整の仕組みを確立し，健全化しなければならない。行政機関の公表する政府情報がそ

の他の行政機関に関わるときは，関係行政機関と照会，確認をして，行政機関の公表

６７

６８



に，申請に基づく情報公開請求権について「国務院各部門，地方各級人民政府

及び県級以上の人民政府各部門に対し」政府情報の取得を申請すること（１３条）

から，中国の情報公開制度は，行政機関（形式的意味での行政）を対象としてい

ることがわかる。なお，「中央集権的単一制」をとる中国の憲法構造上，地方国

家機関（権力機関とその執行機関である行政機関ほか，裁判機関・検察機関）は，いず

れも国家機関の構成部分として位置づけられ，日本の地方自治体や地方公共団

体なる観念はそもそも存在しない７０。したがって，政府情報公開条令は中央・

地方を問わず，すべての行政機関を対象としており，地方公共団体には適用さ

れない日本の情報公開法（行政機関情報公開法２５条）とは異なる７１。

　諸外国では，実質的意味での行政を念頭に，立法機関や司法機関を含めてそ

の行政的部分につき対象機関としている例も少なくない７２。中国の情報公開制

度では現在のところ，行政機関が対象機関であり，立法・司法・検察機関など

すべての国家機関を含むわけではない７３。法令の表題は「政府」情報公開条令

であるが，ここでいう政府は狭義の政府，すなわち形式的意味での行政を指す

121中国の情報公開制度に関する考察（上拂）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　する政府情報の正確性・一致性を確保しなければならない。」，�８条は「行政機関は，政

府情報を公開するにあたっては，国家の安全，公共の安全，経済の安定及び社会の安

定を脅かしてはならない。」と規定する。

����本条令３条は，「各級人民政府は，政府情報公開活動の組織・指導を強化しなければ

ならない。」「国務院弁公庁は，全国の政府情報公開活動の主管部門であり，全国の政

府情報公開活動を推進し，指導し，調整し，監督する責めを負う。」「県級以上の地方

人民政府弁公庁（室）又は県級以上の地方人民政府が確定したその他政府情報公開活動

の主管部門は，当該行政区域の政府情報公開活動を推進し，指導し，調整し，監督す

る責めを負う。」と規定する。

����木間正道／鈴木賢／高見沢麿／宇田川幸則著『現代中国法入門［第５版］』有斐閣２００９

年８４頁。

����もっとも，２０１０年４月１日現在，都道府県と市区町村を併せた地方公共団体における

情報公開条例の制定率は９９�８％に達している（宇賀克也・前掲注（４７）２８４頁）。

����宇賀克也・前掲注（４７）２９８頁。

６９

７０

７１

７２



ことになる。もっとも，政府情報公開条令は国務院の行政法規により制定され

た立法形式であり，国務院の憲法上の地位からすると，形式的意味での行政以

外の国家機関を対象機関とするのは難しいだろう７４。なお，他の国家機関ある

いは政治・行政に事実上の影響力を行使する組織（党機関等）については，政務

公開の観点から情報公開が政治的・政策的に求められるに過ぎない。

�　政府周辺法人

　対象機関の範囲について，政府情報公開条令は，「法律，法規により権限を付

与された公共的事務の管理職能を有する組織の政府情報公開活動については，

本条例を適用する。」（３６条），「教育，医療衛生，計画出産，水・電気・ガス・

暖房熱の供給，環境保護，公共交通など人民大衆の利益と密接な関連のある公

共的企業・事業単位が社会公共的サービスを提供する過程において作成，取得

した情報の公開については，本条例を参照して執行し，具体的方法は国務院の

関係主管の部門又は機関が定める。」と規定する（３７条）。
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����莫于川主編・前掲注（３）４９頁によると，国外の情報公開立法における対象機関を，①全

ての国家機関に適用されるもの，②立法・行政機関に適用されるもの，③行政機関に

適用されるもの，④一部の行政機関（中央行政機関等）のみに適用されるものに類型

化して，中国は③の類型であるとしている。なお，中国において検察機関は，行政機

関というよりも司法機関という位置づけであり，立法・行政・司法・検察という国家

権力の１つに位置づけられる。中国の憲法上，検察機関は「第３章国家機構」の「第

７節人民法院及び人民検察院」の節に規定されており，「中華人民共和国人民検察院は，

国家の法律監督機関である。」（１２９条），「人民検察院は，法律の定めるところにより，独

立して検察権を行使し，行政機関，社会団体及び個人の干渉を受けない。」（１３１条）と

規定されている。

����これは，中国憲法上の統治の基本原理といえる「民主集中原則」（憲法３条１項）から

の帰結といえよう（民主集中制については，木間正道ほか・前掲注（７０）７１～７２頁，参照）。中国

憲法によると，「中華人民共和国のすべての権力は，人民に属する。」（２条１項），「人

民が国家権力を行使しる機関は，全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会であ

る。」（同２項），「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会はいずれも，民主的選挙

７３

７４



　公共的企業・事業単位とは，３７条の文言からわかるように，人民大衆の利益

と密接に関連する社会公共的サービスを提供する企業・事業体を指す。また，

中国の行政法学上で一般にいう，法律・法規により行政職能を授権された組織

とは，①法律・法規により権限を付与された行政機関の内部機関，臨時の機関，

②法律，法規により権限を付与された行政機関の派出機関，③法律，法規によ

り権限を付与された企業単位（公立学校，公立病院，研究所等），社会団体（弁護士

協会，医師協会等），基層大衆的自治組織（村民委員会，居民委員会等）などである７５。

つまり，「法律，法規により権限を付与された公共的事務の管理職能を有する組

織」とは，上記③を意味し，これら企業組織，事業単位，社会団体，大衆自治

組織などは，付与された権限に基づき行政管理活動を実施するほか，それ自身

の業務活動を実施する（例えば，高等学院・学校は『学位条令』の授権に従って公民

に学位を付与するという行政職能のほか，その主要な業務はそれ自体の教学及び科学研

究活動である）７６。この公共的企業・事業単位においては，相当な部分の単位が

法律・法規・規章の授権に基づいて一定の行政管理職能を担当し，同時に公共

的サービスを提供しているが，一部の単位は全く行政管理職能を担当しておら
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　　によって選出され，人民に対して責任を負い，人民の監督を受ける。」（３条２項），「国

家の行政機関，裁判機関，検察機関はいずれも，人民代表大会によって選出され，そ

れに対して責任を負い，その監督を受ける。中央と地方の国家機構の職権の区分は，

中央の統一的指導下で地方の自主性と積極性を十分に発揮させるという原則に従

う。」（同３項）と規定する。国務院の地位について，「国務院，すなわち中央人民政府

は，最高国家権力機関の執行機関であり，最高国家行政機関である。」と規定し（８５条），

その職権の１つとして，「各部，各委員会の活動の統一的指導」と「全国の地方各級

の国家行政機関の活動の統一的指導」（８９条３号，４号）を定めている。つまり，国務院は

最高国家権力機関から発生し責任を負い，その監督を受ける機関であるが，最高の行

政府として，国務院各部・各委員会及び地方の各行政機関を統率的指導できる地位に

あるので，行政法規で調整できる範囲は，必然的に形式的意味での行政事項に限られる。

����応松年主編『行政法学』北京大学出版社・高等教育出版社２０１０年３６頁。

����莫于川主編・前掲注（３）２９頁。

７５

７６



ず，ただ公共的サービスの職能のみを担当している。このことから，権限を付

与された組織には本条令を適用する（対象機関に含まれる）ものとし，公共的企

業・事業単位には参照して執行するものとされている７７。

　ここで「参照して執行する」とは，これら単位の情報公開は自らの実際の状

況に応じて条令の定めるところの制度について取捨選択及びモディファイする

ことができるが，条令の定めるところの基本原則と精神に違反してはならなら

ないという意味である７８。そして，これら公共的企業・事業単位に情報公開が求

められる理由として，国有の単位である又は国の資金に依存していること，他

方，その公共的サービスの過程で作成・保存される情報は，人民大衆の生産，

生活と密接に関連すること，が挙げられている７９。

　世界各国において，いわゆる政府周辺法人の情報公開は重要な課題であり，

情報公開法の対象機関に政府周辺法人を含める国（フィンランド，フランス，オラ

ンダ，ギリシャ，イギリス，アイルランド，ハンガリー，アメリカ，オーストラリア，

ニュージーランド，カナダ，韓国，タイ等）も多い８０。日本は，政府周辺法人のみを

対象とした独自の情報公開法（独立行政法人等情報公開法）を制定しているが，

中国の情報公開制度では，対象機関に含める方向で立法政策を展開していると

いえよう８１。
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����莫于川主編・前掲注（３）５０～５１頁。

����莫于川主編・前掲注（３）４８頁。

����莫于川主編・前掲注（３）４８頁・５１頁。

����宇賀克也・前掲注（４７），３００頁。

����国務院弁公室の「『中華人民共和国政府情報公開条例』の施行に伴う若干の問題に関

する意見」（２００８年４月２９日発布　国弁［２００８］３６号）は，公共的企業・事業単位の情報公

開活動について，次のように指示している。「国務院の関係主管部門（単位）は，条例

の要求に従って，公共的企業・事業単位の情報公開活動を当該部門（単位）の情報公

開活動の総合的な部署に含めて，２００８年１０月までに具体的な実施方法を定めて，公共

７７

７８

７９

８０

８１



３ ．対象情報

　対象情報である「政府情報」につき，政府情報公開条令２条は，「行政機関が

職責を履行する過程において作成又は取得したもので，一定の形式により記録，

保存された情報」と定義する。政府「情報」とあるが，条令上の定義からする

と，対象となるのは情報そのもの（無形の情報）ではなく，記録情報（記録媒体

に記録された有形の情報）である。この点は日本と同様であり，世界各国の情報公

開法と共通している８２。

　本条令の「政府情報」の定義からすると，�行政機関が職責を履行する過程

において作成又は取得した情報であること，�一定の形式により記録，保存さ

れた情報であること，がその該当性の要素として挙げられる。その含意につい

ては，具体的に以下の４つの面から説明される。①情報を生じさせる主体から

―（他の機関ではなく）行政機関におけるもの，②情報が生じる過程から―行政

機関がその職責を履行する過程において生じたもの，③情報を生じさせる方法

から―行政機関が自ら作成したもの又は他の国家機関及び私人（個人，民間企業

等）から取得したもの，④情報の存在形式から，一定の形式により記録，保存

されたもの―? 政府情報は現実に存在する情報でなければならない，? 政府情

報はあらゆる記録媒体における情報を含む８３。

　このうち，①は，対象機関（行政機関及び権限を付与された組織，公共的企業・事
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　　的企業・事業単位の情報公開活動を積極的に推進しなければならない。同時に，各省

（区・市）の人民政府の関係部門に対する執務上の指導を強め，公共的企業・事業単位

の情報公開活動を全面的に深く推し進めなければならない。」「公共的企業・事業単位

は，人民大衆の密接な利益，社会一般的な関心に関わる内容を重点として，政府情報

公開活動を的確にうまく処理しなければならない。公開の形式を創新し，公開のチャ

ネルを切り開き，公開制度を完備し，公開活動の水準を全面的に向上させなければな

らない。」

����宇賀克也・前掲注（４７）３０１頁。

����李広宇『��������	
������』法律出版社２００９年７１～７４頁。

８２

８３



業体は参照して執行）における情報であること，③は，内部作成だけでなく外部か

ら取得したものも含むことという意味であり，特に説明を要しないだろう。④

については，保存，記録されている情報に限り政府情報に該当し，一定の形式

により記録保存されておらず，当事者の記憶又は口頭による風聞等の方法で存

在する情報は，条例の規律する政府情報に該当しないとしている８４。また，政

府情報は有形の記録媒体で記録，保存されてなければならず，その媒体は紙だ

けに限らず，写真用フィルム，その他フィルム，磁気テープ，磁気ディスク，

光ディスク及びその他デジタル化された記憶メディアを含む。そして有形の媒

体により記録，保存されていない情報について，政府は公開する義務はなく，

行政機関には有形の媒体により記録ないし保存されている以上の情報を公開の

用に供する必要はないとしている８５。このことは，日本の情報公開法と同様で

ある８６。

　②は，職務を遂行する過程において生じた記録情報を対象とし，職務外のも

のは含まれないということである。これは当然のことであるが，ただ，中国の

政府情報公開制度では，「行政機関が職責を履行する過程」を，「行政機関にお

いて行政職務を遂行
� � � � � � �

する過程」という具合に限定して解釈し（行政職務外のもの

は含まない），次のような大きく２つ問題が生じている。１つは，刑事捜査記録

情報の扱いである。これは，中国における「司法機関」の範囲，あるいは公安

機関や刑事司法機関の位置づけを巡る問題とも密接に関係している。すなわち，
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����莫于川主編・前掲注（３）２８頁。

����莫于川主編・前掲注（３）３１～３２頁。

����宇賀克也・前掲注（３２）４６～４８頁，参照。要約すると，�情報それ自体ではなく，「文書，

図画及び電磁的記録」を対象としていること，�「当該行政機関が保有しているもの」

を行政文書とし，請求時点において保有していない行政文書を開示請求に応じるため

作成する必要はない。�すべての電磁的記録を対象としており，情報がいかなる記録

媒体に保存されているのかは問わない。

８４

８５

８６



「公安，国家安全等の機関が司法機関の身分をもって非行政上の職責を履行す

る際に刑事執行上の情報を作成又は取得したときは，行政機関の身分をもって

当該条令の調整を受けない８７」，「条令第２条に規定された「職責を履行する過程

において」とは，行政管理の職責を履行する過程においてと理解すべきである。

公安機関が刑事捜査機関の身分でもって刑事捜査上の職責を履行する過程で形

成された文書は，……いずれも刑事執行の領域に属し，形成される情報は司法

機関の作成した情報に当たることは疑いない８８」といった具合に，刑事捜査記録

情報は政府情報に該当しないとしている。比較法的には，一定の類型の情報を

適用除外文書とする例があるが８９，中国の情報公開制度では，刑事捜査記録情

報は解釈上「職責の履行」の要件を満たさないとして，適用除外情報とされて

いる９０。

　もう１つは，行政機関における内部管理情報である。すなわち，対外的な職

責と対内的な職責に分けて，後者の内部管理情報（公務員に対する人事管理，行政

経費の財務管理等）が政府情報に含まれるか否かが議論されている。これにつき，

純粋に行政機関の内部管理に属する人事，財務等の関連情報は本条令の定める

政府情報に属しないという見解がある。その理由として，これらの事項は軽微

で些細なことであり，公衆がこれらの事項について知る利益はないし，これら

の文書の取得を求めても行政機関の業務をただ増やすばかりで，公衆の利益に

役立たないことを挙げている９１。これに対して，政府（行政機関）は１つの純粋
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����李広宇・前掲注（８３）１１５頁。

����候丹華「���������	
����」『行政法学研究』２０１０年第４期５６頁。

����宇賀克也・前掲注（４７）３０２頁。

����日本では，公安機関，司法行政機関の刑事捜査記録情報は「行政文書」（対象文書）に

含まれ，実際には法定の不開示事由の１つである犯罪捜査に関する情報（法５条４号）

に該当するか否かが論点となろう。

����曹康泰主編・前掲注（４４）３０頁。

８７

８８

８９

９０

９１



な公共的組織として，そのすべての機関の運用は，完全に納税者から提供され

る公金による支えに依存していることを理由として，内部管理情報も政府情報

の範囲に含まれるとする見解もある９２。

　しかし，行政機関に対して，調査報告，公聴会で署名した人員の名簿，会議

摘録，許可証の控え，下級機関の求めに応じて上級機関が発した指示・回答な

どの情報を公開するように申請しても，行政機関は政府情報に当たらないと回

答することが，実際には往々にしてある９３。　前述した湖南省汝城県の黄由倹等

５人が汝城県人民政府に対し，政府情報公開条例に基づいてある会社の改編の

状況に関する調査報告の公開を申請し，その公開を拒否された事案において，

非公開の理由（前述した理由以外）は，「当該調査報告は政府の意見を代表するこ

とができず，ただ指導者の参考に供するために使用されたに過ぎず，政府の調

査報告は情報公開の範囲に属しない」というものであった９４。つまり，行政機関

の内部使用を目的として作成された文書は，行政職務上作成されたものでない

から，「政府情報」に含まれないと主張したのである。人民法院は，本案を「企

業の改編に関わる問題であり，行政訴訟の範囲に属しない」ことを理由に不受

理とした９５。これは，「政府情報」の範囲を狭く解釈していること，及び前述し

た求める情報との間の利害関係を要することから行政訴訟を提起できないとす

る法院の判断が相結合した裁判例といえよう。

　なお，政府情報の不存在（文書不存在）を理由に，請求を拒否するケースもあ

るようである。その１つを紹介すると，北京大学の３名の教授が首都空港高速

道路の費用徴収の根拠，空港高速道路の代金総額及び空港高速道路料金の使途

等の問題を公開請求した事案において，北京市の関係当局は空港高速道路の投
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����莫于川主編・前掲注（３）３０頁。

����候丹華・前掲注（８８）５６頁。

����趙文明「��������	
���」『法制日報』２００８年５月８日。

����呉炎「��������	�」『人民日報』２００８年５月９日。

９２

９３

９４

９５



資総額及び過去４年の通行料収入を開示しただけで，肝心の代金総額と収益資

金の使途については情報の不存在を理由に開示しなかったという９６。

４ ．不開示情報

�　不開示情報の構造

　情報公開制度は開示が原則であり，不開示は例外であるが，いずれの国の情報

公開法も，開示することの利益と不開示にすることの利益を調整し，必ず不開示

情報（適用除外規定，公開義務の免除規定）を定めている。そして不開示情報につい

ては，法により具体的・詳細に明記されるのが通例である９７。中国の政府情報公

開条令では，不開示情報の範囲について具体的に列挙する方法は採られず，概括

的な規定，すなわち「行政機関は，国家秘密，商業上の秘密，個人のプライバシー

に関わる政府情報を公開してはならない。」（１４条４項前段）があるに過ぎない。

　政府情報公開条令は，「原則公開，例外非公開」を明文化していない。地方立

法（広州市政府情報公開規定６条１項など９８）及び情報公開条令草案（建議稿）９９にお

いては，「公開を原則とし，非公開を例外とする」が明記されていたが，本条令

では削除されている。この点につき，国務院法制弁公室副主任・張穹は，条令
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����郭愛? 「��������	
���������」『京華時報』２００８年６月２５日。

����日本の行政機関情報公開法５条，各地方自治体の情報公開条例も同様な形で不開示事

由を定める。世界各国の不開示情報の定め方については，行政改革委員会事務局監修

『情報公開法制―行政改革委員会の意見』第一法規１９９７年３５２頁以下，参照。

����広州市情報公開規定６条１項は，「公開を原則とし，非公開を例外する」と規定する。

上海市政府情報公開規定３条１項も，「本規定第１０条に列記された法に基づき公開を

免れる情報を除き，およそ経済，社会管理及び公共サービスと関係する政府情報は，

すべて公開し又は申請に基づき提供しなればならない。」と規定し，直接的に明記しな

いが，原則公開の趣旨を表現したものとなっている。

����条令の草案（建議稿）２条２項は，「政府情報は公開を原則とし，非公開を例外とする。」

と規定する。周漢華主編・前掲注（２４）１頁・４８頁。

９６

９７

９８

９９



はこの原則を明確に規定していないが，具体的な条文の中で実際上この精神を

貫いているとしている１００。また，政府情報公開の範囲は，政府情報公開制度の

趣旨と目標を最も集中的に具現化し，条令の打ち立てた「ガラス張りの政府」

の機能，公衆の知る権利を保護する機能を最も集中的に体現しており，法によ

る行政の促進，腐敗の予防に有利である。したがって，各級政府は，「公開を原

則とし，非公開を例外とする」の原則と理念を確立しなければならないとして

いる１０１。

　しかし，政府情報公開条令では，同じ条文（１４条）の中に，政府情報の秘密

保護審査制度と不開示情報の範囲を併存的に規定し，行政機関の責務として定

めている１０２。政府情報公開条令１４条によると，行政機関はまずもって秘密保護

審査制度を確立することが要求されている。「行政機関は，政府情報の公表・

秘密保護の審査体制を確立し，それを健全にしなければならず，審査の手続及

び責任を明確にしなければならない。」（１項）。次に，「行政機関は，政府情報を

公開する前に，『中華人民共和国国家秘密保護法』及びその他法律，法規と国家

の関係規定に従って公開する予定の政府情報について審査を行わなければなら

ない。」（２項）。これにより，国家秘密保護法及びその他法律，法規と関係規定

により公開が禁止されている政府情報については，非公開となる。また，「行政
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����曹康泰主編・前掲注（４４）１５頁

����莫于川主編・前掲注（３）６１頁。

����本条令の解説書は，次のように説明している（莫于川主編・前掲注（３）１５７頁）。公開と秘密保

護は政府情報公開の基本的な命題である。公民・組織の知る権利を保障する際には，

不当な公開により秘密の漏えいをもたらすこと，国家の安全，社会の安定及び経済社

会の安全に影響を及ぼすこと，公民，法人又はその他の組織の合法的権益を侵害する

ことを回避し，防止するため，政府情報公開にはその境界，及び境界を確定する仕組

みがなければならない。このため，本条は政府情報公開の限界，すなわち国家秘密，

商業上の秘密，個人のプライバシーに関わる政府情報を公開してはならないとともに，

健全な秘密保護審査体制を確立しなければならないということを定めたものである。

１００

１０１

１０２



機関は，政府情報について公開の可否を確定することができないときは，法律，

法規と国家の関係規定に従って，関係主管部門又は同級の秘密保護活動部門に

報告して確定を求めなければならない。」（３項）。そして行政機関は，国家秘密，

商業上の秘密，個人のプライバシーに関わる政府情報を公開してはならないと

する。但し，公開することについて権利者の同意を経ている，又は行政機関が

公開しなければ公共の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める，商業

上の秘密，個人のプライバシーに関わる政府情報については，公開することが

できる（４項）。

　本条令１４条からすると，不開示情報は，国家秘密に関わる政府情報，商業上

の秘密に関わる政府情報及び個人のプライバシーに関わる政府情報である（４�

項）。また，国家秘密保護法及びその他法律・法規と関係規定により公開を禁止

された政府情報も，不開示となる（２項）。さらに，本条令８条は，「行政機関

は，政府情報を公開するにあたり，国家の安全，公共の安全，経済の安全及び

社会の安定を脅かしてはならない。」と規定する（「三安全一安定」）。前者（１４条）

は「公開の範囲」の章に定められ，法定の例外的情報と考えられるが，後者

（８条）は総則部分に定められたものであり，法定の例外的な情報に当たるか否

かについては，争いがある１０３。これにつき，国務院弁公庁の「『中華人民共和国

政府情報公開条令』の施行にあたっての若干の問題に関する意見」（２００８年４月

２９日，国弁発［２００８］３６号）は，「申請者が申請する政府情報について，公開する

ことにより国家の安全，公共の安全，経済の安全及び社会の安定を脅かすおそ

れがある場合，規定に従って不開示とし，申請者に政府情報公開の範囲に属し

ないことを告知しなければならない。」とし，「三安全一安定」も不開示情報と

しうると解釈している。したがって，例外としての不開示情報は，①国家秘密

に関わる政府情報，②商業上の秘密に関わる政府情報，③個人のプライバシー
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����李広宇・前掲注（８３）８６頁。１０３



に関わる政府情報，④公開後に国家の安全，公共の安全，経済の安全及び社会

の安定を脅かすおそれのあるもの，⑤その他の法律，法規の明確な規定に基づ

き非公開とされるもの，といえる１０４。

　政府情報公開条令上の不開示情報の構造的な特質及び問題点について，以下

の５つを指摘したい。第１に，不開示情報の規定が概括的に過ぎ，随分と簡素

な規定の仕方となっている。世界各国の情報公開法では「原則開示」の趣旨か

ら，不開示情報については法により詳細・具体的に列挙して規定するのが通例

だが，これとは対照的である１０５。すなわち，単に「国家秘密」「商業上の秘密」「個

人のプライバシー」といった具合に不開示情報を定めるのみで，個別の事案で

具体的に何がこれら不開示情報に当たるのかについては，条令の解釈・運用に

多大に委ねられることになる。このことは，現場の行政機関の実際的な判断ば

かりか，人民法院の裁判基準としても，非常に運用し難いものとなることが危

惧される。第２に，不開示情報の種類・内容について，国家秘密（国家機関の職

務遂行上の正当な利益を保護するもの），商業上の秘密（企業等の正当な利益を保護す

るもの），個人のプライバシー（個人情報ないし個人のプライバシーを保護するもの），

法律，法規の明確な規定に基づき非公開とされるもの（法令秘）については，世

界各国の情報公開でも存在する不開示情報であろうが，「国家の安全，公共の安

全，経済の安全及び社会の安定を脅かすおそれのあるもの」をも実質的に不開

示情報としていることは，中国の人権保護の特質を反映した特殊なものとなっ

ているように思われる１０６。第３に，秘密保護ないし秘密保持の審査体制を強調

している点である。それは，前述の政府情報公開条令の規定（１４条１項～３項，

８条）及び国務院弁公室等の公権的解釈からもわかる１０７。第４に，不開示情報を

非公開とすることは，行政機関の義務（不開示情報を公開してはならない）とされ
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����李広宇・前掲注（８３）８１頁。

����自主的な公開事項が具体的・詳細に明記されているのと比べても，非常に対照的である。

１０４

１０５



ている。比較法的には，不開示規定の性格について，開示を禁止する趣旨のも

の（日本）と，開示義務を免除するに過ぎず裁量的な開示の余地を認めるもの

があるが１０８，中国は前者に属することになる１０９。なお，国家秘密は絶対的な秘
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����中国の人権の特質として，①共産党の統率的指導の堅持，②「生存権」第一，③権利

と義務の統一の原則，④「発展権」重視，⑤「主権」優位に整理され，この５大特質

によって，中国の人権は次のような構造的特性を有する。つまり，「主権」優位によっ

て人権は「国内問題」となり，この「国内問題」としての人権は党の統率的指導の堅

持という「しばり」を受け，また人権の中でも「個人的人権」は，「生存権第一」と

「発展権」重視及び権利と義務の統一の原則によって，集団的人権・利益の下位に立

ち，さらに個人的人権のなかの政治的，精神的人権は「生存権」につながる経済的，

社会的人権よりも優先順位が低い（この政治的，精神的人権の低順位は党の統率的指導の堅持

という「しばり」にもよる）という構造である（土屋英雄『中国の人権と法―歴史，現在そし

て展望』明石書店１９９８年１３９～１４０頁）。この中で，「生存権」第一の問題として，①中国の

いう生存権は人民各個人の権利としての生存権ではなく，民族的集団としての生存権

であり，政治的プログラムに過ぎないこと，②生存権重視が他の人権の尊重に連動せ

ず，むしろ他の人権の抑圧，制限の論拠となっていること，が指摘される。特に後者

について，生存権第一の観点は，国内的に「安定団結」を最優先課題とするものであ

り，この安定団結を動揺させるような方法，内容での人権の行使，主張は抑圧，制限

ないし禁止されるのである（同１４７頁）。中国の情報公開制度において，地方の立法でも

登場しなかった「三安全一安定」という概念であるが，知る権利は政治的権利の１つ

である以上，その保障も「安定・団結」を動揺させるような方法，内容での人権行使

は認められないという従来からの中国の人権観に沿ったものと思われる。

����例えば国務院弁公庁の「『中華人民共和国政府情報公開条令』の施行にあたっての若

干の問題に関する意見」は，「行政機関は，政府情報を作成するときには，当該政府

情報が公開すべきか否かを明確にする必要がある。公開の可否を確定することがで

きないものについては，関係する業務の主管部門（単位）又は同級の秘密保護業務部

門に報告して確定してもらう必要がある。」「行政機関は，『中華人民共和国国家秘密保

護法』及びその実施弁法など関連規定に厳格に従って，公開を予定する政府情報につ

いて秘密保護の審査を行わなければならない。およそ国家秘密に属するものあるい

は公開後に国家の安全，公共の安全，経済の安全及び社会の安定を脅かすおそれのあ

るものについては，公開してはならない。」としている。

１０６

１０７



密保持義務であるが，商業上の秘密，個人のプライバシーについては，行政的

判断により公益上の理由に基づく裁量的な開示を認めている。第５に，上記の

１～４の点からすると，情報公開の実施機関にとっては「公開しないのが得」

といえる。例えば「国家秘密」とは何かは判別しにくい。原則公開の趣旨から

頑張って解釈・運用しても，もし間違いがあれば秘密保護審査体制のもと厳し

く制限され，また秘密保持義務違反ともなりうるから，国家機関が「秘密」と

言えば国家秘密として扱い，非公開とするが無難であるという心理が働くので

はなかろうかと思われる。また，不開示情報に該当するか否かの判別は実務上

極めて難しいとなると，それ以外の理由で不開示とする言い逃れや口実を探し

かねない。前述したように，開示請求者に「特殊な需要」を要件としている点，

政府情報の範囲を限定して解釈している点，人民法院においても行政訴訟法上

の限界とリンクさせて訴訟の門を閉ざしている点などは，その証左ではなかろ

うかと思われる。

�　国家秘密

　政府情報公開条令１４条４項は，行政機関は国家秘密に関わる政府情報を公開

してはならないと定め，同２項は，行政機関は政府情報を公開する前に，国家

秘密保護法及びその他法律，法規と関係規定に従って，公開を予定する政府情

報について審査を行わなければならないと規定する。これによると，国家秘密

の範囲ないし具体的含意は，国家秘密保護法の規定により画定される１１０。

　国家秘密保護法２条は，国家秘密を「国家の安全と利益に関係するもので，

法定の手続に従って確定され，一定の期間内に一定の範囲の人員に限り知りう
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����宇賀克也『情報公開法の理論［新版］』有斐閣２０００年５７頁以下，参照。

����もっとも，中国でも，例えば上海市情報公開規定は，「下記の情報は公開を免除する

（原語「����」）」（第１０条）と，「公開してはならない」ではなく，「公開を免除する」

としている。

����李広宇・前掲注（４０）２４５頁。　

１０８

１０９

１１０



る事項」と定義する１１１。また，同９条１項は外延から国家秘密の範囲を明確に

している。すなわち，漏えい後に国家の政治，経済，国防，外交等の領域の安

全と利益に損害を及ぼすおそれのある，以下の国家の安全と利益に関わる事項

である。①国家事務の重大な政策決定における秘密事項，②国防建設及び武装

勢力の活動における秘密事項，③外交及び外事活動における秘密事項並びに対

外的に秘密保持義務を負う事項，④国民経済及び社会発展における秘密事項，

⑤科学技術における秘密事項，⑥国家の安全活動及び刑事犯罪捜査における秘

密事項，⑦国家の秘密保護行政管理部門により確定されたその他の秘密事項。

政党の秘密事項においても前項に定めるものに合致するものについては，国家

秘密に当たる（同２項）。さらに，国家秘密保護法実施弁法は，効果の面から国

家秘密に含まれる条件を定めている。同４条は，ある事項が漏えい後に以下の

効果の１つをもたらしうる場合，国家秘密の範囲に含まれると定める。①国家

政権の強固さと防御力を脅かすもの，②国家の統一，民族の団結及び社会の安

定に影響を及ぼすもの，③国家の対外的な活動における政治，経済上の利益に

損害を及ぼすもの，④国家の指導者，外国要人の安全に影響を及ぼすもの，⑤

国家の重要な安全・防衛活動を妨害するもの，⑥国家秘密を保護する措置の信

頼性を低下させ又は失わせるもの，⑦国家の経済力，科学技術力を弱めるもの，

⑧国家権力が法に基づき職権を行使することを不確実にするもの。以上の７つ

の基本的な事項又は８つのマイナス効果の１つに該当するものがあれば，いず

れも秘密保護の範囲に当たる１１２。　
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����国家秘密保護法は，保持すべき秘密の程度に応じて，「絶対秘密」「機密」「秘密」の

３級に分ける（１０条１項）。絶対秘密とは最も重要な国家秘密であり，漏えいにより国

家の安全と利益がとりわけ深刻な損害を受けるおそれのあるものを，機密とは重要な

国家秘密であり，漏えいにより国家の安全と利益が深刻な損害を受けるおそれのある

ものを，秘密とは一般的な国家秘密であり，漏えいにより国家の安全と利益が損害を

受けるおそれのあるものをそれぞれいう（同２項）。

１１１



　このように，国家秘密の範囲は広く，情報公開の大きな障害となりうるもの

であるし，このような広い国家秘密の概念・範囲は中国独特のものである１１３。

この点については，次のよう批判がある。例えば「国民経済及び社会発展にお

ける秘密事項」を国家秘密としているが，政府の活動が今日，主として「国民

経済及び社会発展」を巡って展開されることからすると，この領域に含まれる

事項を安易に国家秘密としたら，政府の情報公開のスペースはいかほどのもの

になるだろうか。また，「国家の秘密保護行政管理部門により確定されたその

他の秘密事項」とあるが，これも国家秘密を設定する極めて大きな裁量権を付

与している。この極めて大きな立法上の授権について，具体的基準のある統制

を欠き，秘密保護部門による秘密設定権の濫用を容易に招き，本来公開すべき

大量の情報を「国家秘密」としかねない１１４。あるいは，「社会の安定に影響を及

ぼす」とか「社会発展における秘密事項」などは，社会的な事務は社会自身に

委ねるもので，国家秘密で統一的に包括するものではない，情報の隠ぺいは長

期にわたり人民を欺くことはできず，怨念を深めるばかりであり，適切に情報

を公開して妥当に処理されるのに任せるに及ばないと批判する１１５。

　総じて，情報公開制度の下での国家秘密については，①国家秘密の含意の不
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����莫于川主編・前掲注（３）１６６頁。

����このことについては，中国国内でも指摘されている。秘密保護法制の国家秘密に対す

る規定には，秘密と定めた範囲が広い，秘密と定めた権力に実質的な制限を欠いてい

る，秘密の設定権限の行使の任意性は大きい，監督及び審査の手続を欠いている，遅

滞なく秘密解除し難い等の問題があり，このことにより政府情報公開は法律上の障害

に遭ってしまう。また，わが国の「国家秘密」は，西側の主要な国の情報公開法制に

おいては厳格に対応する概念がない。わが国の法律中の「国家秘密」はかなり独特の

画定である，としている（湛中楽・蘇宇「��������	
���」『行政法

学研究』２００９年第４期３７頁）。

����王錫�「��������	�
�������」『政治与法律』２００９年第３期７頁。

����湛中楽・蘇宇・前掲注（１１３）３９頁。

１１２

１１３

１１４

１１５



確定さ及びその範囲の広範さ，②秘密を設定する主体の広範さ，③秘密の設定，

変更及び秘密の解除の具体的手続を欠くこと等が指摘されている１１６。実際上，

中国における国家秘密の過多，氾濫は大きな問題となっており，例えば１９９５年

から９７年まで，全国の省・自治区・直轄市及び中央国家機関４７部門で生じた国

家秘密は７８０万余りで，毎年平均２６０万に達するが，９７年アメリカの国家秘密は

１０万件である。また，広州市秘密保護局は２００２年に０１年以前の１０万余りの国家

秘密を整理し秘密解除したところ，解除率は９７％にも達したという１１７。した

がって中国国内でも，目下の情報公開は秘密保護法の統制下での情報公開であ

ると指摘され，すなわち，国際的な「公開を原則として，秘密保護を例外とす

る」と比べると，中国は「秘密保護を原則とし，公開を例外とする」に往々に

して直面し，そしてこのことは，一方において国家秘密の範囲が過度に広範と

なって現れ，情報公開の空間を極めて大きく制限し，他方，情報公開の実際の

運用において殊のほか厳しい秘密保護審査を設けている，と批判されている１１８。

　政府情報公開条令は，既述の通り，国家秘密の細分化・類型化をしていない１１９。

秘密保護すべき不開示情報としての国家秘密とは，どのようなものを想定して

いるのであろうか。外交・防衛など国家の安全に関する情報や犯罪捜査など公

共の安全に関する情報は含まれるとしても，一般的な行政活動における職務遂

行上の秘密，すなわち行政執行情報（日本の行政機関情報公開法でいう事務事業情報
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����沈福俊「��������	
������
���≪�������」����

��」『法学』２００９年第９期５０頁。

����莫于川主編・前掲注（３）６４～６５頁。

����王錫�・前掲注（１１４）８頁。

����例えば，広州市申請に基づく政府情報公開弁法８条は，不開示情報として，国家秘密，

商業上の秘密，個人のプライバシーのほか，? 内部の政府情報，? 内部における研究・

討論又は審議過程中の情報，? 行政上の法執行に関係するもので，公開した後に検

査・調査・証拠取りなど法執行活動に影響を及ぼすもの又は他者の人身上の権利を危

うくするおそれのあるもの，を挙げている。

１１６

１１７

１１８

１１９



（５条６号））は，それに含まれるのだろうか。この点，中華人民共和国国家公務

員法１０条は，国家公務員は国家秘密及び業務上の秘密（原語「����」）の義務

を履行しなければならないと規定する１２０。国家公務員法が業務上の秘密を国家

秘密と同列に国家公務員の秘密保護義務としていることから，政府情報と関係

する業務上の秘密もまた政府情報非公開の範囲に含めなければならないとされ

ている１２１。このように，行政機関における業務上の秘密は，法律により秘密と

されていることから，政府情報公開条令１４条２項・４項に基づいて，不開示情

報に当たると解されている。

　また，いわゆる意思形成過程情報について，例えば上海市の政府情報公開規

定は「現在調査・討論・処理過程中のもの」を不開示情報として列記している

が１２２，上海市蛇口区都市計画局に対して，建築プロジェクトの計画における設

計プランの審査・意見表の公開が申請された事案において，法院は，「当該情報

は行政機関の調査，討論，処理の過程における情報であり，その内容が不確定

であるから，公開後に国家の安全，公共の安全，経済の安全及び社会の安定に

影響を及ぼすおそれのある」として，公開を拒絶した決定を支持する判決をし

ている１２３。つまり，この判決に従うと，政府情報公開条令８条の「三安全一安

138 アドミニストレーション第１８巻３・４合併号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

����業務上の秘密（工作秘密）について，例えば広州市秘密保護業務秘密規定２条は，「各

級政府及びその行政管理部門の公務上の活動及び内部管理活動において，国家秘密に

属しないけれども対外的に公開するに適さない，定められた手続に従って確定されか

つ一定の範囲の人員のみが知りうる業務事項」と定義している。

����章剣生「���������≪��������	
�����������」『憲

法学、行政法学』２０１０年第４期６４頁。

����上海市政府情報公開規定１０条も，国家秘密・商業上の秘密・個人のプライバシー及び

法令秘のほか，? 現在調査・討論・処理過程中のもの，? 行政上の法執行と関係し，

公開後に検査・調査・証拠取りなど法執行活動に影響を及ぼすおそれのあるもの又は

個人の生命・安全を脅かしうるものを，不開示情報として挙げている。

����湛中楽・蘇宇・前掲注（１１３）４２頁。

１２０

１２１

１２２

１２３



定」を根拠に，意思形成過程情報も不開示情報となしうる１２４。

�　商業上の秘密

　商業上の秘密について，政府情報公開条令は特に定義していない。そこで関

連する法律・法規及び司法解釈をみると，１９９２年の「最高人民法院の『中華人

民共和国民事訴訟法』の適用にあたっての若干の問題に関する意見」は，商業

上の秘密について，「技術上の情報，商業上の情報及びその他情報等，例えば生

産技術，調合指図書，取引関係，販売ルートなど当事者が公開を欲しない工業・

商業上の秘密」と定義する。しかし，商業上の秘密としてより重要視されるの

は，中華人民共和国不正競争防止法１０条３項の「公衆の知るところではなく，

権利者に経済上の利益をもたらすことのできる，実用性を備えかつ権利者が秘

密保護措置を講じている技術情報及び経営情報」という定義である１２５。
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����２０１１年の最高人民法院の司法解釈（「最高人民法院の政府情報公開行政事件の審理にあたって

の若干の問題に関する規定」）の草稿意見の中には，「なお討論，研究又は審査の過程中の政

府情報であって，公開することにより正常な行政管理活動及び行政目的の実現に影響

を及ぼすおそれのあるもの」を不開示情報の１つとして明記すべきとの意見もあった

が，適用除外条項を司法解釈でもって定めるのはその限界を超えるという反対意見もあ

り，結局明記されるに至らなかった（李広宇・前掲注（４０）２６６頁）。

����１９９５年に国家工商総局が発布した「商業上の秘密を侵害する行為の禁止に関する若干

の規定」は，以下のように，商業上の秘密の概念をより詳細化している。�「公衆の

知るところ」とは，当該情報が公開のルートから直接取得することができないものを

指す，�「権利者に経済上の利益をもたらすことのできる，実用性を備え」とは，当

該情報が確定的な応用可能性を有し，権利者に現実の又は潜在的な経済上の利益又は

競争上の優勢をもたらしうるものをいう，�「権利者が秘密保護措置を講じている」

とは，秘密保護協定書の締結，秘密保護制度の確立及びその他合理的な秘密保護措置

を講じていることを含む，�「技術情報及び経営情報とは，設計，プロセス，製品の

調合指図書，製作技術，制作方法，管理上の秘訣，顧客リスト，仕入れ先の情報，生

産・販売上の戦略，入札の最低基準価格及び入札案内等の情報を指す。�「権利者」

とは，法に基づき商業上の秘密に対して所有権又は使用権を持つ公民，法人又はその

他の組織を指す。

１２４

１２５



　この定義から，商業上の秘密の該当性要件は，以下の３点から説明される１２６。

①秘密性（非公知）。関係情報が当該領域の関係者に一般的に知られ取得され易

いものではないこと。既に公開され又はその他公開のルートから取得しうるも

のは，この要件を満たさない。②価値性。商業上の秘密としての情報が現実の

又は潜在的な商業上の価値を有し，あらゆる人に現実の又は潜在的な経済上の

利益又は競争上の優勢をもたらしうること。③管理性。商業上の秘密の権利者

がそれに対し合理的な秘密保護措置を講じていること。その措置を講じている

か否かは，情報媒体の特性，権利者の秘密保護の希望，秘密保護措置の可識別

性の程度，他者が正当な方法を通して取得する難易度などの面から審査・認定

する。

　商業上の秘密を口実に情報公開が過剰に拒絶されることはあってはならない

が，報道によると，次のような事件がある。ハルピン市の物価局に対し経済上

適用される住居の建設コストを公表するように求めた事案において，経済上適

用される住宅価格が商業上の秘密に該当するか否かが問題となった。この事件

において，被告である物価局は，住宅価格は商業上の秘密に当たるとして原告

の請求を拒絶した。しかし，人民法院は開示を命じ，上訴法院もそれを維持し

た１２７。住宅価格はその性質上，通常公示されるべきものであり，人民法院の判

決は当然の結論といえよう。

　政府情報公開条令１４条４項後段によると，商業上の秘密であっても，行政機

関が公開しなければ公共の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めると

きは，公益上の理由に基づき公開される。この利益衡量の方法について，より

重要な価値をもった対象（生命権，健康権，人身の自由，人格の尊厳等）は，経済
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����李広宇・前掲注（４０）２５１頁。

����「��������	
����������」，

　　������������	��
���
�������������������������������	��
����

１２６

１２７



上の利益に優先されるべきであり，商業上の秘密を公開することにより損なわ

れる利益は一般に経済上の利益であることに鑑みると，非公開により前述の価

値が損害を受けるおそれのあるときは，公開することを考慮しなければならな

いとしている１２８。商業上の秘密について，何をもって公益性を見出すかは今後

の運用を見守るよりほかないが，例えば『環境情報公開弁法（試行）』の規定に

よると，汚染物の排出が指標を超えたとき，又は排出総量が抑制指標を超えた

汚染が深刻な企業に対しては，環境保護部門は，その名前を公表するものとし

ている。これに関連して，国務院環境保護総局は，これら企業はその主要な汚

染物の排出濃度と総量，及び指標を超過したこと等の状況を強制的に公表され

るが，商業上の秘密を口実として，これら環境情報の公開を拒絶してはならな

いとしている１２９。

�　個人のプライバシー

　比較法的にみると，個人に関する不開示情報については，プライバシー情報

型で保護する例（アメリカ，ニュージーランド，タイ等）と個人識別情報型で保護

する例（カナダ，韓国等）がある１３０。日本は後者であり，個人識別情報を不開示

とするが，法令の規定又は慣行として公にされ・公にすることが予定された情

報や公務員の職務遂行関連情報については，開示される（行政機関情報公開法５条

１号）。中国は，個人のプライバシーに関わる政府情報を不開示情報とする（本

条令１４条４項）から，前者に属することになろう。それでは，プライバシーの概

念が中国でどのように定義されているのかと言えば，国家秘密や商業上の秘密

以上に，関連する法律・法規あるいは最高人民法院の司法解釈を問わず，プラ

イバシー概念を具体化・詳細化する法律解釈は存在しない１３１。したがって，国
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����湛中楽・蘇宇・前掲注（１１３）４０頁。

����光明網２００７年４月２６日，����������	
	���
��
�����������������������������	
��

����宇賀克也・前掲注（４７）３０５頁。

１２８

１２９

１３０



外のプライバシーないし個人情報の概念・定義の紹介がなされる程度である１３２。

　中国の情報公開制度において，不開示情報としてのプライバシーが特に問題

となる場合の１つは，政府の公務員の収入等の個人情報である１３３。例えば，鄭

州市では，市長の年収は個人のプライバシーに属するとし，行政機関はこれに

対し監督をし申告を求めるものの，市長の年収は政府情報公開の範囲には含ま

れず，社会公衆に対し公開する必要はない，とした１３４。学説では，公務員を類

型化し，その身分によりプライバシー保護の程度を判断しようとする。すなわ

ち，�高級公務員については，保護の程度は低く，氏名，職務，財産，報酬，

収入，不当行為等を公開すべきである。�低級公務員については，保護の程度

は中程度で，職務に関連する氏名，職務，報酬等を公開すべきとする。�一般

公務員については，保護の程度が高く，通常は公開するものはないとする１３５。

５ ．開示請求の手続（申請に基づく政府情報公開の手続）

�　申請

　情報公開請求の申請について，政府情報公開条令は書面主義（電子申請を含む）

をとるが，例外的に口頭による請求を認める。「公民，法人又はその他の組織は，

本条令第１３条の規定に従って行政機関に対し政府情報の取得を申請する場合，

書面の形式（電算処理された形式のものを含む）をとらなければならない。書面の

形式をとることが確実に困難である場合，申請者は口頭で行うことができ，当

該申請を受理した行政機関は政府情報公開の申請を代わりに記入しなければな
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����李広宇・前掲注（４０）２５５頁，章剣生・前掲注（１２１）６８頁。

����莫于川主編・前掲注（３）６１～１６２頁。

����章剣生・前掲注（１２１）６９頁。

����河南商報２００６年９月３０日，

　　����������	
��������
��������������������������	
��
������������

����湛中楽・蘇宇・前掲注（１１３）４２頁。

１３１

１３２

１３３

１３４

１３５



らない。」と規定する（２０条１項）。

　公開の申請にあたっては，①申請者の氏名又は名称，連絡方法，②公開を申

請する政府情報の内容に関する説明，③公開を申請する政府情報の形式に関す

る要求，を記載しなければならない（２項）。②については，政府機関がその申

請により求めるところの政府情報を確定できるようにするためのものである。

例えば申請者は，文書の性質，大体の内容など要点を説明し，申請を受理した

政府機関の情報検索に資するようするものとし，申請者は申請を行うにあたり

申請の理由を説明する必要はないとされる１３６。③は，開示の実施方法（コピー，

閲覧，電磁的記録など）の記載を求めるものである。行政機関は，申請者の求める

形式に従って政府情報を提供しなければならず，申請者の求める形式に従って

提供できない場合は，その他適切な方法により提供しなければならない１３７。

�　行政手続法との関係

　日本において，情報公開法に基づく開示請求に対する開示・不開示の決定は，

行政手続法上の申請に対する処分に当たる。したがって，申請に対する処分手

続（審査基準の設定・公表，理由の提示など）が適用される。中国では，行政手続

法はまだ制定されていないが，申請に対する処分に相当する概念として，行政

許可がある。行政許可とは，「行政機関が公民，法人又はその他の組織からの申

請に基づいて，法に基づく申請を経て，その者が特定の活動に従事することを

許可する行為」をいう（行政許可法２条）。政府情報公開条令には直接の明文規定

はないが，理論的には，申請に基づく情報公開はこの行政許可に当たると考え

られる。行政許可法は，行政許可に関する事前の行政手続規定を置いており
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����莫于川主編・前掲注（３）２０４頁。

����政府情報公開条令２６条は，「行政機関は，申請に基づき政府情報を公開するにあたって

は，申請者の求める形式に従って提供しなければならない。申請者の求める形式に

よっては提供できない場合，申請者に関係する資料を閲覧させる，コピーを提供する

又はその他適切な方法により提供することができる。」と規定する。

１３６

１３７



（２９条～５７条），これらは日本法における申請に対する処分手続に相当する。

よって，申請に基づく情報公開にも，行政許可法の手続的ルールが妥当するも

のと考えられるが１３８，実際上どのように運用されるかは不明瞭である。

�　期限

　政府情報公開条令２４条は，「行政機関は，政府情報公開の申請を受け取り，そ

の場で回答できるものについては，その場で回答しなければならない。」（１項），

「行政機関は，その場で回答できないものについては，申請を受け取った日か

ら１５業務日以内に回答しなければならない。回答の期限を延長する必要がある

場合，政府情報公開活動機関の責任者の同意を経るとともに，申請者にその旨

を告知しなければならない。回答を延長する期限は，最長でも１５業務日を超え

てはならない。」（２項）と規定する。つまり，開示請求の処理の期限を１５日（休

日等を除く）とし，最大１５日の期限延長を認めている。日本の情報公開法におけ

る期限が原則として３０日であることからすると（行政機関情報公開法１０条１項），

比較的早い期限を設定しているといえる１３９。

　本条令によると，「期限を延長する必要がある」場合に，原則的な期間（１５日）

を延長することができ，例えば日本法の「事務処理上の困難その他正当な理由
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����例えば行政許可法３０条は，「行政機関は，法律・法規・規章に定める行政許可に関す

る事項，根拠，条件，数量，手続，期限並びに提出を要する全ての資料の目録及び申

請書の模範書式等を執務場所に公示しなければならない。」「申請者が行政機関に公示

内容についての説明，解釈を求めた場合，行政機関は，説明し，解釈し，正確かつ確

実な情報を提供しなければならない。」と規定する。政府情報公開条例によると，「行

政許可の事項，依拠，条件，数量，手続，期限並びに行政許可の申請にあたり提出を

要する全ての資料の目録及び手続の処理状況」を，県級以上の人民政府の自主的な情

報公開事項の１つとして掲げている（１０条７号）。また，同３８条２項は，不許可決定に際

して，行政機関はその理由を説明し，かつ不服申立て及び行政訴訟を提起する権利が

あることを告知しなければならない旨を規定するが，政府情報公開条令２１条２項も，

不開示情報に属する場合，理由を説明することと規定している。

１３８



があるとき」（行政機関情報公開法１０条２項）と比べると，行政機関による裁量の

余地を多く残しているような表現となっている１４０。中国国内の地方立法をみる

と，例えば，広州市情報公開規定では「情報資料の処理等の客観的な原因その

他正当な理由があるとき」（２２条２項），上海市情報公開規定では「正当な理由に

より定められた期限内に回答をする又は情報を提供することができない場合」

（１８条３項）という表現となっており，日本法の表現と近い１４１。なお，期限の特

例に関する規定（行政機関情報公開法１１条）のようなものは置かれていない。

�　決定の種類

　申請に基づく情報公開については，全部開示・一部開示・全部不開示という

決定の種類が想定される。部分開示について，政府情報公開条令２２条は，「公開

を申請された政府情報に公開すべきでない内容が含まれるが，区分して処理す

ることができる場合，行政機関は，申請者に対し公開できる情報内容を提供し

なければならない。」と規定する。

　公益上の理由に基づく裁量的公開に関する規定として，政府情報公開条令１４

条４項は，「行政機関は，国家機密，商業上の秘密，個人のプライバシーに関わ

る政府情報を公開してはならない。但し，公開することについて権利者の同意

を経ている，又は行政機関が公開しなければ公共の利益に重大な影響を及ぼす

おそれがあると認める，商業上の秘密，個人のプライバシーに関わる政府情報

については，公開することができる。」と規定し，不開示情報のうち商業上の秘

密，個人のプライバシー情報については，公益上の必要性の観点から例外的な
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����もっとも，情報公開条例では，７日（例．福岡市など），１４日（福岡県久留米市，春日市など）

としている。改正情報公開法案では，原則的な期限を，休日を除き１４日に短縮している。

����この点は，政府情報公開条令は「回答の期限を延長する状況を未だ列挙しておらず，行

政機関の裁量の余地を拡大している」と指摘されている（莫于川主編・前掲注（３）２１３頁）。

����広州市の原則的な期限は１５業務日，延長の期限は最大３０業務日，上海市の場合はどち

らも１５業務日となっている。

１３９

１４０

１４１



裁量的開示を認める。この場合，行政機関は公開する情報の内容と理由を第三

者に通知しなければならない（同２３条）１４２。なお，政府情報公開条令には，いわ

ゆる存否応答拒否（グローマー拒否）に関する規定は見当たらない１４３。

�　決定の通知・説明義務

　政府情報公開条令は，公開申請の対象情報が公開の範囲に属する場合，「申請

者に当該政府情報を取得する方法と方途を告知しなければならない」（２１条１号）。

非公開情報の範囲に該当する場合は，「申請者に告知して，かつその理由を説明

しなければならない」（同２号）。当該行政機関が公開する情報ではない場合（所

管部門が異なる場合）又は当該政府情報が存在しない場合，それを「申請者に告

知しなければならず，当該政府情報の公開義務機関を確定することができる場

合は，申請者に当該行政機関の名称，連絡方法を告知しなければならない」（同

３号）。「申請内容が不明確である場合は，申請者に訂正，補充を行うよう告知

しなければならない」（同４号）。この４号の状況については，申請内容が不明確

だと，申請を処理することができないから，申請者に訂正，補充するように求

めることが必要であるとしている１４４。
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����本条令２３条は，「行政機関は，公開を申請された政府情報が商業上の秘密，個人のプラ

イバシーに関わると認める場合，公開後に第三者の合法的権益に損害を及ぼすおそれ

のある場合，書面により第三者の意見を求めなければならない。第三者が公開するこ

とに同意しないときは，公開してはならない。ただし，行政機関は公開しなければ公

共の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合，それを公開し，かつ公開

を決定した政府情報の内容及び理由を第三者に書面で通知しなければならない。」と

規定する。

����地方立法において，存否応答拒否に関して，広州市情報公開規定２３条２項は，「公開義

務者は，申請者に対し政府情報の存否を明らかにすることが，公開すべきでない政府

情報を公開する結果になるときは，公開義務者は，当該政府情報の存否について確認

を与えないことができる」と規定する。

����莫于川主編・前掲注（３）２０２頁。

１４２

１４３

１４４



　非公開決定に際して理由を説明する意義として，①説得機能，申請者の理解

と支持を得るのに有利である，②政府情報の原則公開，例外非公開を具現化す

る，③非公開の理由を説明することは申請者が救済を求める基礎である，とし

ている１４５。日本の行政手続法における理由付記の機能については，恣意抑制機

能ないし慎重配慮確保機能，不服申立て便宜機能，相手方に対する説得機能，

決定過程公開機能が言われるが１４６，同様の趣旨から行政機関に理由説明の義務

を課していることは，評価できる点である。しかし，本条令の規定からすると，

不開示情報に該当することを理由とする場合は理由の説明義務があるが，政府

情報が存在しない場合（物理的不存在の場合に加え，法律上の不存在，すなわち「政

府情報」に該当しないと解釈される場合）には，情報説明の義務を定めていない。こ

の点，行政手続上の理由付記の原則からすると不徹底といえる。なお，不開示

の理由についてどの程度の説明をしなければならないかは，明記されていない１４７。
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����莫于川主編・前掲注（３）２０８頁。なお，行政許可法における理由の説明の意義として，

次のことを述べている（姜明安主編『行政許可法―条文精釈与案例解析』人民法院出

版社１３１～１３２頁）。①行政機関が決定を行うときに真摯な考慮を行い，慎重な決定を

行うことを促進するのに有利である。②相手方をその決定に信服させ，相手方の対立

感情を解すことができ，行政決定の執行に有利である。③行政決定に対する合理的予

測を高めることができる。④行政決定に不服な相手方ができるだけ早く行政機関内

部の救済手段を通して問題の解決を求め，行政訴訟を減らすのに有利である。④司法

救済を求めようとする相手方が行政決定の理由を知っていれば，訴訟中「的なくして

矢を放つ」を避けるのに役立つ。⑤再議機関又は司法機関は当該行政決定が行われた

理由等を理解でき，その審査や裁決にとって便宜的である。⑥生じうる同類の事件に

おいて先例を確立し，法の平等な適用等を促進するのに有利である。

����塩野宏・前掲注（１０）２７１頁。

����日本において，理由提示の内容・程度については，単に処分の根拠規定を示すだけで

は不十分であり，いかなる事実関係につき，どの条項が適用されたのかを申請者が知

り得るような理由の提示が必要であるとされている（最判１９９２年１２月１０日）。理由説明の

程度について，政府情報公開条令上は明らかではないが，行政許可の理由説明の程度

については，「行政機関は理由，根拠を説明するにあたり，必ず明晰で，遺漏なく，

１４５

１４６

１４７



�　開示の実施方法

　政府情報公開条令２６条は，「行政機関は，申請に基づき政府情報を公開するに

あたっては，申請者の求める形式に従って提供しなければならない。申請者の

求める形式によっては提供できない場合，申請者に関係する資料を閲覧させる，

コピーを提供する又はその他適切な方法により提供することができる。」と規

定する。これは，請求者の求める形式（閲覧，写しの交付，電磁的記録による開示

など）に従って政府情報を提供するという原則を定めた規定であり１４８，「あって

しかるべき」規定といえよう。

�　手数料

　政府情報公開条令２７条１項は，「行政機関は，申請に基づき政府情報を提供す

るにあたり，検索，コピー，郵送等の実費を除き，その他費用を徴収してはな

らない。行政機関は，その他の組織，個人を通して有償サービスの方法で政府

情報を提供してはならない。」と規定する。日本の多くの情報公開条例では，開

示の実施手数料は無料であり，実施に係る費用のみを徴収する１４９。政府情報公

開条令はこれと同様，実費のみを徴収し，その他いかなる費用も徴収してはな

らないとしている１５０（但し，検索等に要する実際の費用を徴収されるので，それは実施
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　　行政許可を拒絶するにあたり依拠とされた全ての事実の基礎と証拠を説明しなければ

ならない。」としている（汪永清主編『中華人民共和国行政許可法教程』中国法制出版社２００３年

１５９頁）。

����地方の立法では，例えば上海市情報公開規定２０条２項は，「申請者が申請において郵便，

配送，ファックス，電子メール等の形式により政府情報の写しを取得することをそれ

ぞれ選択した場合，政府機関は，当該申請の要求する形式に従って提供しなければな

らない。技術上の原因により満足させることができない場合，政府機関は当該政府情

報の特性に見合った形式により提供しなければならない。」と規定する。

����開示の実施にかかる手数料を徴収する地方自治体は稀であるが，最近では，営利目的

での請求については，手数料を課す自治体もある（宇賀克也・前掲注（４７）２９２頁）。

����莫于川主編・前掲注（３）２２４頁。

１４８

１４９

１５０



手数料とみることができる）。なお，行政機関が徴収する検索，複写，郵送等の実

費の基準は，国務院価格主管部門が国務院財政部門と共に定める（同２項）。

　このほか，政府情報の公開を申請する公民に確実に経済的困難がある場合，

本人の申請と政府情報公開執務機関の責任者の審査・同意を経て，関連費用を

減免することができる（本条令２８条１項）。また，政府情報の公開を申請する公民

に，閲読上の困難又は視聴上の障害がある場合，行政機関は，その者のために

必要な援助を提供しなければならない（同２項）。

�　本人開示等

　中国では，個人情報保護法はまだ制定されていない。ただ，政府情報公開条

令には，自己情報の開示請求を権利として保障する直接的な規定はないものの１５１，

それを前提としている規定が存在する。政府情報公開条令２５条１項は，「公民，

法人又はその他の組織は，行政機関に対して自己と関係する税金・費用の納付，

社会保障，医療衛生等の政府情報の提供を申請する場合，有効な身分証明書又

は証明文書を呈示しなければならない。」と規定する。これは，本人確認に関す

る規定であるが，自己情報の開示請求を前提としたものと考えられる。また，

同２項は，「公民，法人又はその他の組織は，行政機関が開示した，自己と関係

する政府情報の記録が不正確であることを証明する証拠がある場合は，当該行

政機関に訂正を要求する権利を有する。当該行政機関に訂正の権限がない場合，

訂正権限のある行政機関に移送して処理させ，かつ申請者にその旨を告知しな

ければならない。」と規定し，自己情報の訂正請求権の保障を定めている。さら

に個人のプライバシーに関わる政府情報にしろ，商業上の秘密に関わる政府情
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����地方の立法では，例えば広州市政府情報公開規定１３条２項は，「公開権利者（公民及び

法人）は，公開義務者（各級人民政府など行政機関）に対し，その保有する政府情報のう

ち，自己に関するものの公開を求める権利を有し，当該情報の内容に誤り又は不正確

なところがあることを発見したときは，公開義務者に対し訂正を求める権利を有す

る。」と規定する。ここでは，自己情報の開示及び訂正請求権を明定している。

１５１



報にしろ，第三者が同意をした場合は，当該政府情報を請求者に開示できる仕

組みになっている（本条令１４条４項後段）ので，本条令１３条に基づいて，本人（請

求者）が自己情報（個人のプライバシーに関わる政府情報）の開示を請求した場合，

同意があるから，その開示請求は認められることになる。このことからすると，

情報公開制度に基づく本人開示請求権について，中国は本人開示肯定説の立場

に立つものと考えられる（この点は，日本法とは対照的である）１５２。また，自己情

報の開示請求者は個人（自然人）に限らず，法人・組織にも認めている（先行する

地方の立法も同様）１５３。

Ⅴ　結びにかえて

　以上，長々と中国の情報公開制度の特質と問題点を述べてきたが，秘密主義

の伝統が長かった中国において，国家レベルで情報公開制度が一応の整備され

たことは意義深いことである。しかし，既に考察したように，比較法的にみて，

中国の情報公開制度は特異な点が多く，行政情報のオープン化や知る権利の保

障といった観点からすると，非常に多く問題点を抱えている。それは例えば，

①自主的な公開（広義の情報提供）を重視している反面，申請に基づく公開（開

示請求）は補充的な手段とされていること，②情報公開制度の根拠として，国民

主権や説明責任（アカウンタビリティ）の観点はあまり語られないこと，③申請

に基づく公開は現実の運用実態として「特殊な需要」という利害関係の有無等

が要件とされていること，④不開示情報の範囲が曖昧模糊で，かつ政府情報の

開示・不開示は秘密保護審査制度のもとにあり，実施機関としても運用しづら

く，それは「秘密保護法制下の情報公開」ともいえる状況であること，⑤不開
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����日本での議論について，宇賀克也・前掲注（３２）８７～８９頁。

����このことについて，宇賀克也・前掲注（３２）９６頁。

１５２

１５３



示情報の実態的判断の困難性もあってか，請求者の「特殊な需要」の欠如や対

象情報の非該当性（その範囲を狭く解釈して文書不存在とする）等を理由に，情報

公開請求を拒否するケースが少なくないこと，などが挙げられる。

　情報公開制度においては，政府機関による能動的な情報公開も重要であるが，

国民側からの適切な監視として行政情報へのアクセス権が適正に保障されなけ

れば，当該制度は形骸化してしまうだろう。すなわち，開示請求と情報提供は

車の両輪であり，情報公開法制ではまさに総合的な情報公開施策が望まれると

ころである。その意味では，中国の情報公開制度においては，開示請求制度に

当たる申請に基づく公開制度の改善，すなわち規定上の欠陥の是正と制度の運

用上の改善が望まれる。学界ではその検討が近時盛んに行われているが，その

議論及び裁判例を含めた分析は，別稿で改めて行うことにしたい。

　中国において，政府情報公開の範囲を確定する目標及び機能として，第１に，

公衆の知る権利の保障，第２に，政府情報の人民大衆の生産，生活及び経済社

会生活に対するサービス的機能の発揮，第３に，国家秘密，商業上の秘密，個

人のプライバシーの保護を挙げているが１５４，これに倣って現在の制度及びその

運用をシニカルに言えば，次の通りであろう。第１点（知る権利の保障）は自主

的な情報公開によって実現され，第２の点は「特殊な需要」を要件とする申請

に基づく情報公開制度で保障され，そして第３の点の国家秘密の保護等を重視

した秘密保護審査体制の下で，自主的公開であれ申請に基づく公開であれ，情

報公開の範囲は縮小されているのではないかと思われる。
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����莫于川主編・前掲注（２７）６２頁。

����申請に基づく公開の運用実態に関する中国国内の研究は少なくない。倪洪濤「���

���������	
���」『行政法学研究』２００９年第４期５２頁以下，李牧「論

公民信息申請権的実現障碍及び其克服途径」『法学評論』２０１０年第４期１６頁以下，肖

明「��������	
������������������������������

���」『法学』２０１１年第１０期，など。

１５４

１５５



　最後に，申請に基づく情報公開の運用について１５５，概ね以下の３点を指摘し

ておく。①政府情報公開条令施行後の３年（２００８～２０１０年），申請に基づく公開請

求の数は，全国的に（中央行政機関・各級の地方行政機関を問わず）２００９年は増加

したが，２０１０年には減少している１５６，また地域間格差もみられる（多いのは上海

市・北京市・天津市や沿岸の経済発展した地域で，それ以外は少ない）１５７。②申請に基

づく公開請求を端とする情報公開訴訟において，原告の敗訴が多い（北京市で

２００８年５月１日から１年間で生じた１０件のうち，不受理５件，訴えを斥けたもの２件，原

告の訴えの取下げ２件，一度も実質的な審査がなされなかったもの１件であり，上海市で

２００４年から２００８年までの情報公開訴訟４００件の中で，うち１件は上海市政府敗訴，１３件は

和解による訴えの取下げ，残りは訴えの棄却及び不受理という１５８。また，２００２年から２００８

年までの中国全土の主要な情報公開訴訟の研究によると，原告の実質的な勝訴は１件の

みである１５９）。③申請に基づく公開の請求者は，その動機・理由をみると，その

生活及び仕事上の必要性に基づくものが大多数である１６０。
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����肖明・前掲注（１５５）８０頁。

����肖明・前掲注（１５５）８１頁。

����黄学賢・梁�「��������	
���」『法学評論』２０１０年第２期７１頁。

����趙正群・董妍「��������	
�����（２００２－２００８）」『訴訟法学、司法制

度』２０１０年３期４５頁。

����肖明・前掲注（１５５）８２頁。

１５６

１５７

１５８

１５９

１６０




